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第１章 教育委員会の点検及び評価について 

 

１ 点検及び評価の目的 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が平成２０年４月１日から一部改正され、教育委員

会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表することとされました。 

 また、点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るも

のとされました。 

 これにより、東大和市教育委員会では、本市における教育の基本方針に基づく令和６年度の主

要施策や事務事業について、点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を次のとおりまとめ

ました。 

 

 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任され

た事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された

事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

 ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 

 

 

２ 点検及び評価の内容 

（１）点検及び評価の対象 

①令和 6年度東大和市教育委員会の運営状況について 

  ［  ］内は、令和 5年度の件数を表記しています。 

②令和 6年度東大和市教育委員会の基本方針に基づく主要施策・事務事業について 

（２）点検及び評価の方法 

    ①点検及び評価は、前年度の教育委員会の運営状況・主要施策等の実施状況（成果）を明

らかにするとともに、課題の方向性を示し、毎年度１回実施します。 

②点検及び評価に当たっては、教育に関し学識経験を有する者の意見を聴取します。 

ア 定員 ３人（内２人は市民公募） 

イ 任期 ３年 

    ③点検及び評価結果を取りまとめた報告書を市議会へ提出するとともに、公表します。 

（３）実績等の表示 

施策の実施状況（成果）については、必要に応じて数値で表しました。 
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第２章 東大和市教育委員会の運営状況について 

 
東大和市教育委員会の権限に属する事務について、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条第１項及び東大和市教育委員会教育長に対する事

務委任等に関する規則（平成２０年教委規則第７号）第２条の規定に基づき東大和市教育委

員会に提出し、審議しました。 

 
１ 教育委員会の開催状況 
教育委員会については、原則として毎月１回教育委員会定例会を開催し、議案の審議を行

いました。 また、教育委員会定例会の他に、教育委員懇談会を開催しました。［  ］内は前年度

数。 

（１） 教育委員会定例会………12回［１２回］ 

（2） 教育委員会臨時会………2回［2回］ 

（3） 教育委員懇談会定例会…7回［5回］ 

（4） 教育委員懇談会臨時会…0回［１回］  

 

２ 教育委員会議等の審議状況 
（１） 教育委員会議（合計で８３件について審議しました。） 

【内容区分】 

① 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針 7件[５件] 

② 委員会規則等の制定・改廃 17件[１０件] 

③ 委員会・学校・教育機関の職員の人事 9件[３件] 

④ 教育予算・議会の議決を経るべき議決の意見の申出 11件[１２件] 

⑤ 教育財産の取得・公用廃止 2件[０件] 

⑥ 教科書の採択 2件[２件] 

⑦ 学校給食の計画・基本方針 4件[６件] 
⑧ 法令又は条例に基づく附属機関の委員等の委嘱・解嘱 27件[３９件] 

⑨ 法令又は委員会規則等に基づくもの 4件[３件] 
 

 ○令和６年第４回定例会（令和 6年 4月 23日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第  7 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第  8 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第  9 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 10 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 11 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 12 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 13 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 22 号議案 東大和市社会教育委員の委嘱について（承認） ⑧ 

第 23 号議案 
令和６年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金の交

付に伴う諮問について（承認） 
④ 

第 24 号議案 東大和市立郷土博物館協議会委員の委嘱について（承認） ⑧ 

第 25 号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の委嘱について（承認） ⑧ 

第 26 号議案 東大和市立図書館協議会委員の委嘱について（承認） ⑧ 
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○令和６年第２回臨時会（令和 6年 5月１７日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 27 号議案 東大和市清原中央公園運動広場の管理について（承認） ④ 

 

  ○令和６年第５回定例会（令和 6年 5月 22日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 14 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ③ 

第 15 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ③ 

第 16 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 17 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 18 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 19 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 28 号議案 
東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設プロジェクト設

計・施工一括発注公募型プロポーザルの実施について（承認） 
① 

第 29 号議案 東大和市立公民館運営審議会委員の解嘱について（承認） ⑧ 

 

○令和６年第６回定例会（令和 6年 6月 28日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 20 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第 21 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第 22 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 23 号報告 
令和６年度東大和市社会教育関係団体連合体に対する補助金の交

付に伴う答申について（承認） 
⑨ 

第 24 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 30 号議案 
市長の補助職員を東大和市教育委員会の事務を補助する職員に兼

ねさせることに係る協議について（承認） 
③ 

第 31 号議案 東大和市教育委員会事務局職員の任免について（承認） ③ 

第 32 号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について（承認） ⑧ 

 

○令和６年第７回定例会（令和 6年 7月 26日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 25 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 33 号議案 
東大和市体育施設等に関する条例の一部を改正する条例の施行期

日を定める規則（承認） 
② 

第 34 号議案 
東大和市体育施設等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（承認） 
② 

第 35 号議案 

東大和市体育施設等に関する条例第７条第２項の規定に基づき指定

管理者が教育委員会の承認を得て定める東大和市清原中央公園運

動広場の利用料金の額について（承認） 

① 
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○令和６年第 3回臨時会（令和 6年 7月 31日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 36 号議案 令和７年度使用東大和市立中学校教科書の採択について（承認） ⑥ 

第 37 号議案 
令和７年度使用東大和市立小・中学校特別支援学級用教科書の採

択について（承認） 
⑥ 

 

○令和６年第８回定例会（令和 6年 8月 22日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 26 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 27 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 28 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑨ 

第 38 号議案 教育財産の取得の申出について（承認） ⑤ 

 

○令和６年第９回定例会（令和 6年 9月 27日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 29 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第 30 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑧ 

第 31 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ③ 

第 39 号議案 
東大和市立学校の通学区域等に関する規則の一部を改正する規則

（承認） 
② 

第 40 号議案 東大和市就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令（承認） ② 

 

 ○令和６年第１０回定例会（令和 6年 10月 25日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 41 号議案 東大和市教育委員会事務局職員の任免について（承認） ③ 

第 42 号議案 令和７年４月１日付け組織に係る協議について（承認） ③ 

第 43 号議案 東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程（承認） ② 

第 44 号議案 東大和市就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令（承認） ② 

第 45 号議案 
東大和市学校給食センター給食費に関する規則の一部を改正する規

則（承認） 
② 

第 46 号議案 学校給食について（諮問）（承認） ⑦ 

第 47 号議案 
東大和市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則

（承認） 
② 

第 48 号議案 
東大和市立体育施設等の指定管理者の指定に係る意見の申出につ

いて（承認） ④ 

 

○令和６年第１１回定例会（令和 6年１１月 22日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 49 号議案 
東大和市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例に対す

る意見の申出について（承認） 
⑨ 
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○令和６年第１２回定例会（令和 6年１２月 23日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 32 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第 33 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第 34 号報告 学校給食についての答申について（承認） ⑦ 

第 50 号議案 
東大和市学校給食センター給食費に関する規則の一部を改正する規

則（承認） 
② 

第 51 号議案 
東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員の報酬等に関する

規則の一部を改正する規則（承認） 
② 

 

○令和７年第１回定例会（令和 7年 1月 23日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 1 号議案 
令和７年度東大和市学校給食事業計画（案）及び令和７年度東大和

市学校給食会計予算（案）の諮問について（承認） 
⑦ 

 

○令和７年第２回定例会（令和 7年 2月 14日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第 2 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ③ 

第 3 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑨ 

第 2 号議案 
東大和市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則（承

認） 
② 

第 3 号議案 東大和市教育委員会公印規程の一部を改正する規程（承認） ② 

第 4 号議案 教育財産の取得の申出について（承認） ⑤ 

第 5 号議案 
東大和市学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する規則

（承認） 
② 

第 6 号議案 東大和市立学校産業医の委嘱について（承認） ⑧ 

第 7 号議案 東大和市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則（承認） ② 

第 8 号議案 東大和市体育施設等に関する条例施行規則を廃止する規則（承認） ② 

第 9 号議案 東大和市立公民館処務規則（承認） ② 

  

○令和７年第３回定例会（令和 7年 3月 24日） 

議案番号等 件 名 及 び審 議 結 果 区分 

第  4 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第  5 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ④ 

第  6 号報告 事務の臨時代理の承認について（承認） ⑦ 

第 10 号議案 
東大和市教育委員会事務局職員及び教育機関職員の任免について

（承認） 
③ 

第 11 号議案 令和７年度東大和市教育委員会の主要施策（案）について（承認） ① 

第 12 号議案 
令和６年度東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状

況の点検及び評価（令和５年度分）報告書（案）について（承認） 
① 

-5-



 

第 13 号議案 東大和市立学校学校医の委嘱について（承認） ⑧ 

第 14 号議案 
令和７年度東大和市学校給食事業計画（案）及び令和７年度東大

和市学校給食会計予算（案）について（承認） 
④ 

第 15 号議案 東大和市学校給食センター運営委員会委員の解嘱について（承認） ⑧ 

第 16 号議案 令和 7年度東大和市学校運営協議会委員の任命について（承認） ⑧ 

第 17 号議案 
第三次東大和市特別支援教育推進計画（一部改訂版（案））につい

て（承認） 
① 

第 18 号議案 

東大和市体育施設等に関する条例第７条第２項の規定に基づき指

定管理者が教育委員会の承認を得て定める体育施設等の利用料

金の額について（承認） 

① 

第 19 号議案 東大和市立公民館講師派遣要綱を廃止する要綱（承認） ① 

第 20 号議案 
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育委員会規則の

整理に関する規則（承認） 
② 

 

（２）教育委員懇談会（合計で 14件[12件]について協議しました。） 
 
 ○令和６年第３回定例会（令和 6年 4月 1日） 

協 議 項 目 

１ 令和６年度東大和市教育委員会教育指導課主要事業につ

いて 

２ 令和６年度東大和市小・中学校における教育課程の特色に

ついて 

3 学童保育所第二クラブ二小内育成室の開設について 

 

○令和６年第４回定例会（令和 6年 5月 7日） 

協 議 項 目 

１ 東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設に係る設

計・施工一括発注公募型プロポーザルの実施について 

2 令和７年度使用教科書採択の今後のスケジュールについて 

 

○令和６年第５回定例会（令和 6年 7月 4日） 

付議事件    なし 

 

○令和６年第６回定例会（令和 6年 8月 2日） 

協 議 項 目 
１ 東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設プロジェ

クト設計・施工一括発注公募型プロポーザルの現状について 

 

○令和６年第７回定例会（令和 6年 10月 4日） 

協 議 項 目 

１ 令和７年度教育委員会の組織について 

２ 東大和市立小・中学校始業式・入学式の日程について 

３ 第５４回東大和市民文化祭の開催について 

 

○令和６年第８回定例会（令和 6年 11月 1日） 

協 議 項 目 

１ 東大和市立第七小学校・第九小学校統合新校建設プロジェ

クト設計・施工一括発注公募型プロポーザルの再実施につ

いて 

2 令和６年度東大和市公立小中学校 PTA 連合協議会との教

育委員懇談会について 
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○令和 7年第１回定例会（令和 7年 1月 8日） 

協 議 項 目 

１ 令和７年度東大和市教育委員会教育指導課主要事業（案）

について 

２ 第三次東大和市特別支援教育推進計画中間年度見直し

（案）について 

 

○令和 7年第２回定例会（令和 7年 2月 3日） 

協 議 項 目 １ 令和６年度小・中学校卒業式告辞（案）について 

 
３ 教育委員会議以外の教育委員の活動状況 
 教育委員は、教育委員会議等への出席以外に、令和６年度は学校訪問、各種行事等に延べ 

１２９回[134回]参加しました。 

 

（1）東大和市総合教育会議 １回[１回] 

 

（2）東京都市町村教育委員会連合会 １０回[１１回] 

①  東京都市町村教育委員会連合会定期総会 １回[１回]  

②  東京都市町村教育委員会連合会理事会 ３回[３回] 

③  東京都市町村教育委員会連合会研修会、理事研修会 ４回[５回] 

④  東京都市町村教育委員会連合会ブロック研修会 ２回[２回] 

 

（3）関東甲信越静市町村教育委員会連合会 １回[１回] 

①  総会及び研修会 １回[１回] 

 

（4）学校訪問 ４４回[４９回] 

①  授業公開 ２１回[２７回] 

②  道徳授業地区公開講座 １４回[１４回] 

③  教育委員会訪問 ９回[８回] 

 

（5）学校各種行事・儀式 ６３回[６２回] 

①  入学式・卒業式・運動会 ４５回[４5回] 

②  展覧会・学芸会・展示会・音楽会等 ８回[１０回] 

③  合唱コンクール 5回[５回] 

④  連合書初め展 １回[１回] 

⑤  連合音楽会 １回[１回] 

⑥  学習発表会 ３回[０回] 

 

（6）教育委員会等各種行事 １０回[１０回]   

①  平和市民のつどい １回［１回］ 

②  ふれあい市民運動会 １回［１回］ 

③  市民文化祭開会式・閉会式 １回[１回]  

④  スポーツレクリエーションフェスティバル １回[１回] 

⑤  ロードレース大会 １回[１回] 

⑥  二十歳の成人式 １回[１回] 

⑦  ＰＴＡ連合協議会総会、懇談会、講演会 ０回[２回] 

➇  教育の日東やまと １回[１回] 

⑨  多摩湖駅伝大会 １回[１回]    
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⑩  第 1回東大和市図書館を使った調べる学習コンクール表彰式  1回［0回］ 

⑪  東大和市立中央図書館開館 40周年記念講演会  1回［0回］ 

  
４ その他  

 教育委員会だよりの発行 年３回各 7，500部発行 
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第３章 教育委員会の基本方針に基づく令和６年度主要施策の 
点検及び評価について 

 

 

「令和６年度東大和市教育委員会主要施策」は、東大和市教育委員会の「基本

方針」「第三次東大和市学校教育振興基本計画」の施策の方向性に基づき、東

大和市教育委員会が、当該年度において重点的に取り組む施策を示したもので

す。 

 

基本方針１ 

「豊かな個性」と「創造力」の伸長 
 
 

子どもたち一人一人の生きる力としての知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力

等の育成のバランスを重視するとともに、道徳性、社会性を育成し、主体的に学び続ける

力を養う。 

 

基本方針２ 

「人権尊重の精神」と「互いに助け合う精神」の育成 
 
 

人権教育及び心の教育を充実するとともに、多様性を尊重し、権利と義務、自由と責任

についての認識を深め、自律した人を育てる教育を行う。 

 

基本方針３ 

「文化・スポーツ」と「誰もが活躍できる機会」の充実 
 
 

社会の一員として、誰もが社会参加を通じて文化・スポーツに親しみ、活躍できる機会

の充実を図る。 
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基本方針４ 

「市民の教育参加」と「郷土愛の育成」の推進 
 
 

地域、家庭、学校が連携・協働して、誰もが、主体的に教育に参加し、地域社会の中で

いきいきとした生活を送りながら、郷土を誇ることができるような教育行政を行う。 

 

基本方針 5 

「教育環境整備」の推進 
 
 

子どもたちの健全育成や新しい時代の学びに即した教育環境の整備を図るとともに、

持続可能な社会の実現に向けて、主体的に学ぶことができる教育施設の充実を図る。 
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全体数
◎ 拡充して、
実施できた

〇 予定通り、
実施できた

△ 十分、実施
できなかった

× 実施できな
かった

１．確かな学力 24 0 23 0 1

２．豊かな人間性 21 0 20 1 0

３．健康・体力 8 1 7 0 0

４．生涯にわたって運動・スポー
ツに親しむ資質・能力の育成

1 0 1 0 0

合　　　計 54 1 51 1 1

１．学校改善 16 0 15 1 0

２．人材育成 9 0 9 0 0

３．環境整備 20 1 18 0 1

合　　　計 45 1 42 1 1

１．学校と家庭との連携 6 0 6 0 0

２．学校と地域との連携 11 0 11 0 0

合　　　計 17 0 17 0 0

１．放課後児童健全育成事業の充実 4 0 3 1 0

２．児童館事業の充実 5 0 5 0 0

合　　　計 9 0 8 1 0

１．生涯学習の充実 6 0 6 0 0

２．市民文化の振興 9 0 9 0 0

３．スポーツ・レクリエーション
の推進

17 0 17 0 0

４．環境整備 8 0 7 0 1

合　　　計 40 0 39 0 1

165 2 157 3 3

令和６年度　東大和市教育委員会主要施策

総　　合　　計

推進事業

Ⅰ　生きる力の育成

Ⅱ　学校の活性化

Ⅲ　家庭、地域との連携

Ⅳ　青少年施策の推進

Ⅴ　生涯学習・生涯スポーツ推進事業
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①｢東大和市GIGAスクール構
想｣に基づき、1人1台端末等の
ICTを効果的に活用し、主体
的・対話的で深い学びにつな
がる授業改善を推進する。

教育指導課
・GIGAスクール運用事業
・端末フォローアップ研修

・児童・生徒1人1台のタブレット端末の
保守・管理及びICT支援員の配置等を行っ
た。
・4月に1人1台端末の活用方法について、
初任者と他地区からの異動者を対象に研
修を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・1人1台端末等
を効果的に活用
できるよう、研
修を円滑に実施
する。

②研究主任会にて、校内研究
の内容や方法等の進め方、研
究主任の役割に関する研修や
各校との情報交換等を充実さ
せ、東大和市教員の授業力向
上を図る。

教育指導課 ・研究主任会の実施

・各小中学校における校内研究の充実に
向けた取組や、全国学力・学習状況調査
の分析方法等について情報交換を行っ
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・内容、時期、
回数について検
討し、効果的な
会の運営を行
う。

③小中一貫教育共通プログラ
ム ｢一単位時間の授業の展開
例｣の活用を通して、特に｢ね
らいをつかむ｣｢学び合う｣｢振
り返る｣を大切にした授業を推
進する。

教育指導課
・小中一貫教育全体計画の作
成及び実施

・小中一貫教育全体計画の目標を作成
し、育成を目指す資質・能力を明確にす
るとともに、9年間で目指す子供の姿につ
いて、中学校グループで共有した。

〇　予定
通り、実
施できた

・小中一貫教育
共通プログラ
ム、一単位時間
の授業の展開例
の活用について
見直しを図る。

④モデル校において、児童・
生徒一人一人に個別最適化し
た問題を人工知能が自動出題
するソフトを導入し、児童・
生徒間の学力差に応じたきめ
細かい個別対応を充実させ
る。

教育指導課
・キュビナ（AI型教材ソフ
ト）の実施（実施校）

・1人1台端末に個々の習熟度に応じて学
習を進められるAI型教材ソフトを導入
し、個別最適な学びの充実に向けた取組
を推進した。

〇　予定
通り、実
施できた

・活用の促進及
びソフトへの課
題と成果の整理

⑤英語教育では、生徒の話す
力を伸ばし、｢使える英語力｣
の育成として、1人1台端末を
活用し、海外在住の外国人講
師とのマンツーマンオンライ
ン英会話レッスンを全中学校
生徒対象に実施するととも
に、全小学校第5学年において
TGG（体験型英語学習施設）に
て体験をともなった英語学習
の充実を図る。

教育指導課

・オンライン英会話授業の実
施（全中学校）
・TGG（体験型英語学習施設）
での体験的な英語学習の実施
（小学校第五学年）

・中学校において、海外の外国人とのオ
ンライン英会話学習を実施し、生徒が英
語に触れる機会を創出した。
・TGG（体験型英語学習施設）での体験的
な英語学習を実施し、全小学校第5学年の
児童が、生徒が英語に触れる機会を創出
した。

〇　予定
通り、実
施できた

・取組の成果分
析及び外国語教
育の一層の充実
に向けた取組の
検討

⑥加配教員や外部指導者を活
用した習熟の程度に応じた少
人数指導を推進するととも
に、協力指導員（ティーム・
ティーチャー）を活用した学
力向上策を推進する。

教育指導課
・学習指導員（少人数指導
員）及びティーム・ティー
チャーの配置

・個に応じた、きめ細やかな指導の一層
の充実を図るため、学習指導員（少人数
指導）及びティーム・ティーチャーを配
置した。
＜配置校＞
・学習指導員　小学校10校、中学校3校
・ティーム・ティーチャー　小学校9校、
中学校2校
※中学校においては、どちらか一方を配
置する。

〇　予定
通り、実
施できた

・人的な配置を
継続して行い、
児童･生徒の学
習意欲を高め、
学力向上を図
る。

⑦国・都の学力調査等の実施
及び結果の分析を行うととも
に、学校が｢授業改善推進プラ
ン｣を踏まえて教員の指導力の
向上を図ることができるよう
に支援する。

教育指導課
・教務主任会及び研究主任会
の実施

・教務主任会及び研究主任会において、
全国学力・学習状況調査の分析に関する
情報提供を行なった。

〇　予定
通り、実
施できた

・ScTN質問紙を
実施し、教員の
指導力の向上に
活用する。

⑧コミュニティ・スクールの
良さを活かし、地域社会人材
を活用した具体的・実践的な
学びの充実を進める。

教育指導課
・地域社会人材活用事業の実
施

・地域社会人材活用のための講師謝礼の
報償費等により、各学校の取組の充実を
図った。
・学校からの実施報告書の提出により活
動内容を把握した。

〇　予定
通り、実
施できた

・各学校が計画
的に事業を活用
できるよう、周
知を図る。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

　推進事業　1.確かな学力

Ⅰ　生きる力の育成

（

1
）

 
学
力
向
上
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

　推進事業　1.確かな学力

Ⅰ　生きる力の育成

⑨家庭との連携を一層深め、
児童・生徒の基本的な学力や
学習習慣が身に付くよう、｢東
大和市家庭学習の手引き｣の具
体的な活用方法の提示や、各
学校における取組の工夫を紹
介するなど、効果的な取組を
市内小・中学校に広める。

教育指導課
・｢東大和市家庭学習の手引
き｣の配布

・GIGA端末にAI型学習ドリルを一中、三
中、一小、三小、四小、五小、六小で先
行導入したため、家庭学習の手引きの配
布については実施しなかった。
　選考して導入した学校については、令
和6年度は普段の家庭学習だけでなく、休
業期間中にもAI型学習ドリルを用いて家
庭学習の充実を図った。令和7年度からは
全校実施である。

×　実施
できな
かった

・家庭学習支援
に向けては、AI
型学習ドリルの
活用を含め、検
討していく。

⑩放課後、休業日（長期休業
中も含む）の補習学習をさら
に推進するとともに、学習支
援員や地域の人材等を活用
し、児童・生徒の学習意欲を
高め、基礎学力の定着を図
る。

教育指導課
・学習支援員の配置
・地域未来塾（放課後等補習
教室）の実施

・小学校において、学習環境を整え、児
童に確かな学力を身に付けられるよう、
特定の学年に学習支援員を配置した。
・地域住民等の協力により、放課後等を
利用して地域未来塾（放課後等補習教
室）を小・中学校で実施し、学習支援が
必要な児童・生徒に対して学習習慣の確
立と基礎学力の定着を図った。
（1）実施校　東大和市立小・中学校全校
（2）年間実施日数　延べ619日

〇　予定
通り、実
施できた

・人的な配置を
継続して行い、
児童･生徒の学
習意欲を高め、
学力向上を図
る。

⑪｢東大和市小学生科学展｣を
開催し、児童が自ら決めた
テーマについて深く研究した
成果を展示することを通し
て、理数に対する能力をさら
に高める。

教育指導課
・東大和市小学生科学展の実
施

・各小学校から推薦された作品を、東大
和市小学生科学展審査委員が審査し、東
大和市役所1階ロビーにおいて展示した。
また、最優秀作品については、東京都小
学生科学展へ出品した。

〇　予定
通り、実
施できた

・各小学校にお
ける参加児童数
の増加を図る。

①｢文字・活字文化振興法｣の
趣旨を踏まえ、生涯にわた
り、読み、書きなど文字・活
字文化に関わる環境整備を行
い、情報活用能力の向上を図
る。

教育指導課
・連合書き初め展の開催
・学校図書館指導員の配置

・文字・活字文化の振興に向けて、市立
小・中学校・市内高等学校、友好都市で
ある喜多方市の書き初め1,173点を展示す
る連合書き初め展を実施した。
・文字・活字文化の振興に資するため、
学校図書室に学校図書館指導員を配置
し、図書館資料の充実及び情報化の推進
等を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校教育にお
ける言語力の涵
養に資する環境
整備の充実を図
る。

②学校においては、児童･生徒
の本に親しむ態度を育むた
め、司書教諭を中心に学校図
書館指導員と連携して図書室
の環境を整えるとともに、朝
読書や読み聞かせ、書評合戦
等の取組を充実させる。

教育指導課 ・学校図書館指導員の配置

・児童・生徒の読書活動を行う意欲を高
め、進んで読書を行う態度を養い、生涯
にわたる読書活動を身に付けることがで
きるよう、学校図書館指導員を配置し、
学校図書館の整備・充実を図った。
＜配置校＞
小学校10校、中学校5校

〇　予定
通り、実
施できた

・学校図書館指
導員を活用し、
学校図書館の整
備や児童・生徒
の読書活動の支
援の充実を図
る。

教育指導課
・学校図書館活用推進委員会
の実施

・児童・生徒の読書活動等の推進のため
の各学校の工夫や特色ある実践内容、成
果、課題等に関する協議及び情報交換等
を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・児童・生徒の
読書活動等の推
進のための各学
校の工夫や特色
ある実践内容、
成果、課題等を
共有し、読書に
親しむ機会等の
充実を図る。

中央図書館 ・出前おはなし会等の実施

・中央図書館では読書週間等に学校に出
向き、ストーリーテリング、読み聞か
せ、ブックトーク等を実施した。3校6回
・読書旬間に近隣の図書館に全学年の児
童が来館し本の貸出を行った。1校

〇　予定
通り、実
施できた

・出前おはなし
会等の希望がな
い学校へ積極的
に呼びかけを
行っていく。

（

2
）

読
書
教
育
の
推
進

③学校における読書旬間を推
進し、各学年の｢お勧めの本｣
を紹介する展示を行うなど、
読書に親しむ機会を増やし、
未読率の減少を図る。

（

1
）

 
学
力
向
上
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

　推進事業　1.確かな学力

Ⅰ　生きる力の育成

①幼稚園、保育園、認定こど
も園と小学校が交流すること
により、円滑な接続を図る。

教育指導課
・各小学校と幼稚園、保育
園、認定こども園の連携

・各小学校の実態に応じて、主に低学年
児童と就学前の幼児が生活科等において
交流を行った。また、就学前の幼児の様
子について各小学校の教員が把握し、小
学校生活を円滑に始められるように努め
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・保育課と連携
を図り、架け橋
プログラム等の
充実を図る。

②スタートカリキュラムを活
用し、小学校第1学年に入学し
た児童の戸惑いを軽減し、安
心して学校生活が送れるよう
にする。

教育指導課
・スタートカリキュラムの作
成・実施

・小学校1年生が安心して学校生活を送る
ことができるよう、各小学校において、
合科的・関連的な指導や弾力的な時間割
の設定に配慮したスタートカリキュラム
を作成し、4月から5月に実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・スタートカリ
キュラムを週案
で具体化し、学
習活動の充実を
図る。

③市内にある都立高等学校や
近隣大学と連携した活動を通
して、児童・生徒が自ら学び
自ら活動する意欲を向上さ
せ、主体的に自己実現を図る
力を育む。

教育指導課
・市内にある都立高等学校や
近隣大学と連携した活動の実
施

・中学校において、美術大学と連携し、
学校を美術館にする取組や、都立高校や
私立高校の教諭等を招いて｢高校の先生の
話を聞く会｣、卒業生である高校生を招い
て｢卒業生の話を聞く会｣を開催した。

〇　予定
通り、実
施できた

・各学校の実態
に応じて、各機
関との連携した
活動を通じて、
多様な教育の充
実を図る。

①市内の各小・中学校におけ
る教育課題について校内研究
を推進する学校を｢教育課題研
究指定校｣｢学力向上校内研究
奨励校｣に指定し、補助金を交
付するとともに、研究内容等
について指導・助言を行う。
また、｢教育課題研究指定校｣
における研究成果の発表に向
けた支援を行う。教育課題研
究指定校においては、｢総合的
な学習の時間｣｢学力向上に繋
がるためのＡＩ型教材の効果
的な活用｣の充実に向けた研究
を行う。
なお、｢東大和市GIGAスクール
構想｣に基づき、1人1台端末等
で学びをつなぎ、社会的な課
題の解決や夢の実現に活かす
授業改善 について研究を行
う。

教育指導課 ・研究奨励事業の実施

・｢東大和市教育課題研究指定校｣では、
総合的な学習の時間及び個別最適な学び
の充実に関する研究を、｢学力向上校内研
究奨励校｣では、各校の児童・生徒の実態
に応じた校内研究をさらには、東京都教
育委員会の事業研究指定校として、体育
健康教育推進校及び教師養成指定校の研
究を行った。
・1人1台端末を効果的に活用した授業展
開をすることで、個別最適な学びと協働
的な学びを一体的に充実させ、｢指導の個
別化｣と｢学習の個性化｣の考え方を踏まえ
た学習活動をした。

〇　予定
通り、実
施できた

・本市において
様々な研究を実
施し、その成果
や課題等を市内
で共有すること
を通して、教職
員一人一人の授
業力改善を図
る。

②東大和市公立学校研究会に
対して補助金を交付するとと
もに、研究活動に対して支援
を行う。

教育指導課

・市内小・中学校の研究を奨
励するため、研究内容等への
指導・助言や、予算の範囲内
における補助金の交付等を行
う。

・市内小・中学校を研究校に指定し、補
助金を交付するとともに、研究内容等に
ついて指導・助言や｢教育課題研究指定
校｣における研究成果の発表に向けた支援
を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・市内小・中学
校の校内研究及
び東大和市公立
学校研究会にお
ける研究を一層
充実させ、更な
る授業改善を推
進を図る。

（

3
）

才
能
を
伸
ば
す
た
め
の
多
様
な
教
育
の
充
実

（

4
）

研
究
奨
励
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取組
項目

担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

（

1
）

人
権
教
育
の
推
進

教育指導課 ・人権教育推進委員会の実施

・国及び東京都における人権教育の基本
的な考え方についての研修と、東大和市
における人権課題等の協議を実施した。
また、人権教育ブロック別連絡会におい
て情報交換等を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・国及び東京都
における人権教
育について基本
的な考え方を踏
まえ、本市の人
権課題等を協議
することをとお
して、児童・生
徒一人一人の自
己肯定感の醸成
等を一層の推進
を図る。

教育指導課
・いじめ防止に向けた取組の
実施

・各学校における学校いじめ対策委員会
において、組織的な取組を行った。必要
に応じて、警察や民生・児童委員等の各
関係機関と連携して対応する体制の充実
を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・各校のいじめ
対策委員会の組
織的な対応の充
実を図るととも
に、関係機関と
の連携の充実さ
せ、事象が発生
した際の円滑な
連携を行える体
制を整備してい
く。

教育指導課
・｢ふれあい（いじめ防止強
化）月間｣の実施及び実施後の
調査について

・学校におけるいじめの未然防止、早期
発見のために、定期的にアンケート調査
を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・ふれあい（い
じめ防止強化）
月間等でアン
ケート調査を実
施し、いじめの
未然防止及び早
期発見に向けた
取組を一層の推
進を図る。

教育指導課 ・生活指導主任会の実施

・各学校におけるいじめや不登校、非行
等の生活指導に関する情報交換及び効果
的な対応についての協議や研修等を実施
した。

〇　予定
通り、実
施できた

・生活指導に関
する情報交換及
び効果的な対応
についての協議
等を実施し、い
じめ等の問題行
動の未然防止、
早期発見に向け
た取組を一層の
推進を図る。

教育指導課
・東大和市立中学校連合生徒
会会議及びいじめ防止のため
のシンポジウムの実施

・東大和市立中学校連合生徒会会議で
は、年に2回、市内全中学校の生徒会代表
が、各学校におけるいじめ防止、SNSの活
用等に関する協議を行い、各校の取組等
について情報交換を行った。

△　十
分、実施
できな
かった

・保護者、地域
の方等へ発信す
る方法につい
て、取組の方向
性を検討する。

教育指導課
・東大和市いじめ問題対策連
絡協議会の実施

・東大和市いじめ防止対策推進条例に基
づき、いじめの防止等のための対策の推
進等に関する事項の協議等を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・東大和市いじ
め問題対策連絡
協議会を通し
て、本市のいじ
め防止等のため
の対策の推進を
図る。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　2.豊かな人間性

主要施策

｢東京都人権施策推進指針｣等に
示された様々な人権課題などに
関わる偏見や差別意識の解消を
図るため、学校教育や社会教育
等を通して、人権教育を効果的
に進める。
また、豊かな人間性の育成に向
け、自分も相手も大切にする心
を育てるなど、児童・生徒一人
一人の自己肯定感の醸成等を一
層推進する。
さらに、令和5年度から推進し
ている人権教育（ダイバーシ
ティ教育）の考え方を進め、人
権、性別、文化、国籍、宗教な
どの違い（子どもの多様性）を
受け入れ、お互いに認め合うた
めの配慮や考え方、行動を促す
教育を推進する。

①学校、民生・児童委員、保護
司、青少年問題協議会委員、警
察等の関係機関と連携し、毅然
とした態度で万全の対応を期
す。

②学校におけるいじめの未然防
止、早期発見のために、定期的
にアンケート調査を実施し、組
織的な対応を推進するととも
に、学校いじめ防止基本方針に
基づいた取組を支援する。

③各学校が設置した学校いじめ
対策委員会を中心に、学校サ
ポートチームとの連携を図り、
いじめをはじめとする問題行動
の未然防止、早期解決を図れる
ように支援する。

④｢連合生徒会｣において各校の
いじめ防止の取組について情報
共有し、市民・保護者に対して
は、引き続き｢いじめ防止のた
めのシンポジウム｣を開催し、
いじめ防止等のために学校・家
庭・地域での行動連携を充実さ
せる。

⑤東大和市いじめ問題対策連絡
協議会 を開催し、市又は学校
におけるいじめ防止等のための
対策の推進や、いじめ防止等に
関連する機関及び団体の連携に
関して協議を行う。

（

2
）

い
じ
め
防
止
へ
の
対
応
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取組
項目

担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　2.豊かな人間性

主要施策

（

2
）

い
じ
め
防
止
へ
の
対
応

教育指導課
・東大和市教育委員会いじめ
問題対策委員会の実施

・東大和市いじめ防止対策推進条例に基
づき、いじめの防止等のための対策の推
進等に関する事項の協議等を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・東大和市教育
委員会いじめ問
題対策委員会を
とおして、本市
のいじめ防止等
のための対策の
推進を図る。

ア　校則や生活
のきまり等につ
いて、児童・生
徒が自分事とし
て校則や生活の
きまりの意味を
理解し、学校生
活をよりよくす
るために、見直
し等、自主的に
守るような指導
を行う。

教育指導課 ・生活指導主任会の実施
・各学校における生活指導に関する情報
交換及び効果的な対応についての協議や
研修等を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・生活指導に関
する情報交換及
び効果的な対応
についての協議
等を実施し、児
童・生徒の生活
習慣等の改善を
図る。

イ　教職員によ
る肯定的な評価
に基づく指導を
推進し、児童・
生徒の自尊感情
や自己肯定感の
向上を図る。

教育指導課 ・生活指導主任会の実施

・児童・生徒の自尊感情や自己肯定感の
向上を図ることが重要であることから、
具体的な取組について検討できるよう協
議や研修等を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・児童・生徒の
自尊感情や自己
肯定感の向上を
図れるよう、具
体的な取組等を
市内で共有し、
教職員による肯
定的な評価に基
づく指導の推進
を図る。

教育指導課 ・生活指導主任会の実施

・警察を含めた関係機関より情報提供や
各学校の課題に対して関係機関に指導・
助言をいただくなど、関係機関等との連
携を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・関係機関との
連携を密にし、
様々な課題に対
して組織的に対
応を図れるよう
推進していく。

青少年課
・学童や児童館での各種行事
の実施

・学童保育所や児童館において、季節に
応じた行事を実施した。また、行事の際
に自主的に準備や片づけを行うスタッフ
を募集し、支援員や職員と共に運営を
行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・中高生を含め
た多くの児童・
生徒に行事等に
参加してもらう
ための周知方
法。

イ　学校での生
活指導上の課題
に対応するた
め、児童・生徒
が置かれた様々
な環境に働きか
けたり、関係機
関とのネット
ワークを活用し
たりして、問題
を抱える児童・
生徒の支援を早
期に行う体制の
整備に努める。

教育指導課 ・生活指導主任会の実施

・警察を含めた関係機関より情報提供や
各学校の課題に対して関係機関に指導・
助言をいただくなど、関係機関等との連
携を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・関係機関との
連携を密にし、
様々な課題に対
して対応ができ
るよう、日々情
報共有を図って
いく。

②学校、家
庭、関係機
関の連携の
強化

（

3
）

健
全
育
成

⑥東大和市教育委員会いじめ問
題対策委員会を開催し、いじめ
防止等のための対策の推進につ
いての調査審議や、重大事態発
生時には事実関係を明確にする
ための調査を行う。

ア　青少年の健
全育成を図るた
め、学校と東大
和警察署との連
絡会や青少年問
題協議会、青少
年対策地区委員
会、PTA、民生委
員・児童委員、
主任児童委員、
青少年課などの
関係機関等との
連携に努める。

①学校の取
組の推進
一人一人の
児童・生徒
の人格を尊
重し、個性
の伸長を図
りながら、
社会的資質
や行動力を
高めるため
の教育活動
を推進す
る。
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取組
項目

担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　2.豊かな人間性

主要施策

教育指導課 ・道徳地区公開講座の実施

・児童・生徒の豊かな心を育むために、
各学校において、道徳科の授業公開と、
学校・家庭・地域の方による意見交換会
を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・道徳授業地区
公開講座を通し
て、学校・家
庭・地域で連携
した道徳教育の
充実を図る。

中央図書館

・関連する資料の収集及び貸
出
・学校長期休業に合わせおす
すめ本リーフレットを作成し
配布

・図書館職員が選書した資料を収集し貸
出を実施した。
・季節、年齢に合わせた資料を選び、児
童・生徒の読書意欲を高めた。

〇　予定
通り、実
施できた

・リーフレット
を配布した後の
フォローが難し
い。

教育指導課
・地域・社会人材活用事業の
導入

・地域・社会人材を活用し、多分野のゲ
ストティーチャーによる授業を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・地域・社会人
材を活用し、教
育活動の充実を
図る。

・職場体験の受け入れ
・各児童館において、中学生の職場体験
の受け入れを行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・令和7年度も
引き続き、実施
する。

・放課後子ども教室の生徒ボ
ランティア登録

・放課後子ども教室において生徒ボラン
ティアとして14人が登録し、スタッフと
して活動した。

〇　予定
通り、実
施できた

・生徒ボラン
ティアに登録し
た生徒との効率
的な活動情報の
伝達方法につい
て検討して行
く。

中央図書館
・一日図書館員の実施及び職
場体験の受入

・一日図書館員（小学5・6年生）を各図
書館で実施した。 各館1回（中央12人、
桜が丘2人、清原2人）
・中学生の職場体験を各図書館で受け入
れた。（中央2校7人、桜が丘0校0人、清
原2校4人）

〇　予定
通り、実
施できた

・システム更新
休館や工事休館
と重なり職場体
験をあまり受け
入れられなかっ
た。

教育指導課 ・セーフティ教室の実施

・各校、警察や携帯電話会社等と連携を
図り、児童・生徒に対して情報モラルや
非行防止、犯罪から身を守る教育等、
セーフティ教室を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・セーフティ教
室をとおして、
情報モラルや非
行防止、犯罪か
ら身を守る教育
等、一層の推進
を図る。

青少年課

③セーフティ教室やインター
ネット・携帯電話等の使用に関
わる情報モラル教育等、非行防
止や犯罪から身を守る教育を通
して、児童・生徒の規範意識や
自立心を育成する。

（

4
）

社
会
へ
の
貢
献

①児童・生徒の健全で豊かな心
を育成し、社会の一員としての
自覚を高め、自他をいつくし
み、生命を大切にするなど、人
間性豊かに成長できるように支
援する。

②あいさつ運動、ボランティア
活動、親子のふれあい体験等、
様々な自然体験、文化活動を学
校・家庭・地域の健全育成関連
機関・団体等との連携のもとに
推進する。
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取組
項目

担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　2.豊かな人間性

主要施策

（

5
）

環
境
教
育
の
推
進

教育指導課
・各教科、道徳、特別活動及
び総合的な学習の時間におけ
る年間計画の作成

・各小中学校の実態に応じ、各教科、道
徳、特別活動、総合的な学習の時間にお
ける環境に関わる学習の充実を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・地域の学習材
を生かした探究
的な学びによ
り、教科横断的
な学びの充実を
図る。

（

6
）

キ
ャ

リ
ア
教
育
の
充
実

教育指導課 ・職場体験等の実施

・各中学校において、職場体験等を実施
し、生徒が直接働く人と接することによ
り、実際的な知識や技術・技能に触れる
ことを通して、学ぶことの意義や働くこ
との意義を理解させることができた。ま
た、生徒が主体的に進路決定する態度や
意思、意欲などを培うことができた。

〇　予定
通り、実
施できた

・市役所内の部
署と連携し、職
場体験の受入れ
を行い、各学校
に情報提供す
る。

（

7
）

S

D

G

s

の

視

点

を

取

り

入

れ

た

教

育

活

動

の

充

実

教育指導課
・各教科、道徳、特別活動及
び総合的な学習の時間におけ
る年間計画の作成

・各小中学校において、各教科・領域で
行う学習活動とSDGsの視点を関連づけな
がら年間計画を作成した。

〇　予定
通り、実
施できた

・地域の学習材
を生かした探究
的な学びによ
り、教科横断的
な学びの充実を
図る。

SDGs(Sustainable Development
Goals ＝持続可能な開発目標）
の視点を取り入れた教育活動の
充実を図る。

各教科、道徳、特別活動及び総
合的な学習の時間等において、
環境や環境問題に対する興味・
関心をもち、必要な知識・技
能・態度を身に付けさせるため
に、環境に関わる学習の機会や
場を計画的に設けるよう、工夫
して実施する。

将来に希望を抱き、望ましい勤
労観・職業観を児童・生徒の発
達段階に応じて育むとともに、
市商工会と連携を図り、中学校
における職場体験学習を実施す
る。
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①児童・生徒の朝食の摂取率
の向上を目指すなど、基本的
な生活習慣の確立を図る。

教育指導課 ・生活指導主任会の実施
・児童・生徒の生活指導に関する内容や
基本的な生活習慣の確立等について理解
を深められるよう協議等を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・生活指導に関
する内容や基本
的な生活習慣の
確立について、
具体的な取組等
を市内で共有
し、よりよい生
活習慣の確立の
推進を図る。

②「歯と口の健康週間」等を
活用し、学校歯科医と連携し
て、むし歯の罹患率の減少と
処置率の向上が図れるよう家
庭に働きかける。

教育総務課
・学校歯科保健取組プランの
実施

・家庭への健康診断結果の送付ととも
に、受診の勧奨通知を送付した。また、
各学校において、保健だよりを活用し
て、受診の勧奨を行い、処置率の向上を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・児童・生徒を
対象とした歯科
講話・歯磨き指
導を、市内15校
で実施する。

③学校と家庭・地域が協力し
て、子どもの生活習慣の改善
を図る取組を推進する。

教育指導課
・コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）の推
進

・各校において学校と地域住民等が力を
合わせて学校運営に取り組んでいけるよ
う、学校運営協議会を開催し、児童・生
徒の実態を踏まえた生活習慣の改善を図
る取組等の検討を行った。
・「コミュニティスクールに関する理解
促進に関するリーフレット」を作成し、
市公式ホームぺージで公表するととも
に、学校運営協議会委員に配布し周知を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校運営協議
会の理解の促進
及び会議の充実
を図る。

④学校給食センターを活用し
た社会科見学、学校給食セン
ター栄養士が作成する食育動
画の活用や食育等を推進し、
食の大切さなどの理解をさら
に深める。

教育総務課 ・食育推進事業の実施

・児童・生徒の職に関する正しい理解と
適切な判断力を養うため、食育推進事業
を実施した。
・学校での栄養士の講話　58回
・学校給食センターでの社会科見学・生
活科見学の受入れ　11回
・公式動画チャンネルに動画を掲載 1回

〇　予定
通り、実
施できた

・中学校におけ
る食育（食に関
する講話）の回
数を増やす。

⑤保護者等を対象とした学校
給食センターの施設見学会及
び給食の試食会を実施し、家
庭と連携した食育の推進を図
る。

教育総務課
・保護者等を対象とした学校
給食センターの施設見学会及
び給食の試食会の実施

・体験型見学試食会の実施　2回
・保護者を対象とした給食の見学試食会
の実施　6回
・市民を対象とした見学試食会の実施　1
回
※市民を対象とした見学試食会を初めて
実施した。

◎　拡充
して、実
施できた

・市民を対象と
した見学試食会
等（個人参加・
グループ参加）
の実施回数を増
やす。

（

1
）

健
康
教
育
の
充
実

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　3.健康・体力
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　3.健康・体力

①各小・中学校において運動
に親しむ取組を推進する。

教育指導課
・体育科、保健体育科におけ
る指導の充実

・各校において、児童・生徒の実態を踏
まえた全体計画及び年間指導計画等の作
成を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・体育科、保健
体育科の授業改
善を図るととも
に、市内で研究
内容を共有する
など運動に親し
む取組を推進を
図る。

②学校において外部人材の活
用や関係機関等との連携を踏
まえた取組を実施する。

教育指導課
・外部人材の活用及び関係機
関等との連携

・社会人材活用事業を活用し、各校の児
童・生徒の実態の応じた教育活動の推進
にあたり、外部人材及び関係機関等との
連携を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・各校の実態に
応じた教育活動
を展開に向け
て、外部人材や
関係機関等との
連携の推進を図
る。

③体力調査を実施するととも
に、結果を分析し、各小・中
学校の課題に応じた取組を推
進する。

教育指導課
・国及び東京都の体力調査の
実施

・各校の児童・生徒の体力・運動能力や
運動習慣・生活習慣等を把握・分析し、
教育活動全体をとおして指導の改善を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・体力調査の結
果を活用して、
児童・生徒の実
態に応じた授業
改善等の推進を
図る。

（

2
）

体
力
の
向
上
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

（

1
）

運
動
習
慣
の
定
着
を
図
る

取
組

児童・生徒が生涯にわたって
運動・スポーツに親しむこと
ができるよう、外部人材の活
用や関係機関等との連携を踏
まえた取組を実施し、運動習
慣の定着を図っていく。

教育指導課
中学校部活動指導員・外部指
導員の配置

教員の負担軽減、部活動の充実及び円滑
な推進を図るため、部活動指導員・外部
指導員を配置した。児童・生徒が各分野
の専門家や経験豊富な指導者から直接指
導を受ける機会が増えた。

〇　予定
通り、実
施できた

・外部人材の活
用や関係機関等
との連携を図り
ながら、児童・
生徒の運動習慣
の定着を図って
いく。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅰ　生きる力の育成
　推進事業　4.生涯にわたって運動・スポーツに親しむ資質・能力の育成
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①校長は、教育目標の具現化
に向け、学校経営方針を職員
と共有し、学校の組織力を高
め、学校教育の活性化を図
る。

教育指導課
・校長会の実施
・教育委員会訪問、教育指導
課訪問の実施

・各校を訪問し、学校経営方針や人材情
報の確認や全教員の授業参観を行い、教
育目標の具現化に向けた指導・助言を
行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・教育委員会訪
問、教育指導課
訪問の実施時期
を検討し、実施
する。

②校長、副校長、主幹教諭を
はじめ事務主事等による経営
支援部を校務分掌に位置付け
るなど、学校経営の工夫改善
を図る。

教育指導課
・校長会の実施
・教育委員会訪問、教育指導
課訪問の実施

・各校を訪問し、学校経営方針や人材情
報の確認や全教員の授業参観を行い、教
育目標の具現化に向けた指導・助言を
行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・教育委員会訪
問、教育指導課
訪問の実施時期
を検討し、実施
する。

③学校が学校経営方針や日常
の教育活動・学校評価などか
ら明らかになった成果と課題
を積極的に公開し、保護者・
地域の理解と協力を得るよう
に支援する。

教育指導課

・コミュニティ・スクール全
校導入
・学校運営協議会委員の連絡
協議会の実施

・コミュニティ・スクールに関する学校
運営協議会委員を対象とした教育委員会
主催の連絡協議会を実施した。
・「コミュニティスクールに関する理解
促進に関するリーフレット」を作成し、
市公式ホームページで公表するととも
に、学校運営協議会委員に配布し周知を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校運営協議
会に関する理解
の促進及び会議
の充実を通し
て、地域ととも
にある学校に向
けた取組の推進
を図る。

（

2
）

特
色
あ
る
教
育
活
動
の
拡
充

小中一貫教育の推進や小・中
学校の特色化を進めるため、
児童・生徒の多様な個性や能
力・適性に対応して、自然環
境等を生かした創造的で弾力
的な教育課程を編成するとと
もに、郷土博物館の活用等、
社会教育機関等と連携を図
る。また、一斉朝読書、あい
さつ運動に中学校グループで
取り組むなど、特色ある教育
活中学校グループで取り組む
など、特色ある教育活動の一
層の拡充を図る。

教育指導課
・教育課程における特色ある
教育活動の設定

・各校の実態に応じて、特色ある教育活
動を教育課程に位置付けた。地域環境を
生かした教育活動や中学校区ごとに連携
した教育活動を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・教育課程届出
相談において、
各校の特色ある
教育活動につい
て確認し、次年
度において実施
状況を把握す
る。

①各学校では、校内委員会を
中心に、支援の必要な児童・
生徒の共通理解、支援策や指
導方法の検討を行い、特別支
援教育を推進する。

教育指導課
・特別支援教育コーディネー
ター等委員会の実施

・特別支援教育の推進に向けて組織的に
関わる校内体制の充実を図るため、支援
の必要な児童・生徒の共通理解、支援策
や指導方法の検討を協議及び情報共有等
を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・コーディネー
ターを中心とし
た組織的な対応
を充実させ、特
別支援教育の一
層の推進を図
る。

②巡回指導・相談等の体制を
整え、各学校の校内委員会や
特別支援教育コーディネー
ターをはじめ、学級担任や保
護者等への支援の充実を図
る。

教育指導課

・特別支援教育コーディネー
ター等委員での情報提供の実
施
・巡回指導員やSSWの校内委員
会での連携の確認

・特別支援教育コーディネーター等委員
会において、国や都の特別支援教育に関
する動向について情報提供を実施した。
・巡回指導員及び巡回相談員が校内研修
会等の講師として登壇した。

〇　予定
通り、実
施できた

・特別支援教育
コーディネー
ター等委員会で
の情報提供や、
校内委員会での
情報共有を通し
て、関係機関と
の連携の推進を
図る。

③特別な支援が必要な児童・
生徒の乳幼児期から学校卒業
後までの円滑な移行を図るた
め、「学校生活支援シート」
を活用するとともに、保健・
医療、福祉等他分野との連携
を推進する。

教育指導課 ・学校生活支援シートの活用
・東大和市特別支援教育の手引きにおい
て、学校生活支援シートの活用方法等に
おいて記載し、周知を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・東大和市特別
支援教育の手引
き等において、
学校生活支援
シートの作成や
活用方法につい
て、継続して周
知を図る必要が
ある。

（

1
）

学
校
の
組
織
的
運
営
の
確
立

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅱ　学校の活性化
　推進事業　1.学校改善

（

3
）
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅱ　学校の活性化
　推進事業　1.学校改善

④幼稚園、保育園、認定こど
も園からの円滑な就学を支援
するため、「就学支援シー
ト」を活用するなど、幼稚
園、保育園、認定こども園と
の連携を推進する。

教育指導課 ・就学支援シートの活用 ・就学支援シート提出件数：168件
〇　予定
通り、実
施できた

・就学支援シー
トを適切な時期
での配布や活用
に関する啓発を
通して、関係機
関との連携の充
実を図る。

⑤特別支援教室及び特別支援
学級の指導の充実を図るた
め、都立特別支援学校等と連
携を進める。

教育指導課
・特別支援学校のセンター的
機能の活用

・特別支援学校のセンター的機能等を活
用し、巡回等の実施により特別支援教育
に関する専門性の向上を図った。

△　十
分、実施
できな
かった

・特別支援学校
のセンター的機
能の活用につい
て、学校間で差
が生じているた
め、活用方法等
の周知を図る必
要がある。

⑥教員が特別支援教育に関す
る理解を深め、授業及び学校
生活における実践力や総合的
な指導力を身に付けられるよ
う、研修の充実を図る。

教育指導課
・特別支援学級等の教員の
ニーズに応じた研修会の実施

・特別支援学級等の教員が研修会を企画
し、専門性の向上を図るとともに、研修
内容について、他の教員に情報共有を
行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・特別支援学級
等の教員のニー
ズに応じた研修
会に向け、引き
続き、適切な手
続きを実施す
る。

①小学校第5学年から中学校第
１学年の「学力向上」「体力
向上」「健全育成」につい
て、指導する項目を示した
「東大和市小中一貫教育共通
プログラム」を活用し、市内
小・中学校で共通した指導の
徹底を図る。

教育指導課
・小中一貫教育全体計画の作
成・活用

・小中一貫教育全体計画の作成・活用を
通して、市内小・中学校で共通した指導
の徹底を図った。
・各中学校区において、年3回小中連携の
日を設定した。各中学校区の実態に応じ
て、テーマを設定し、学習指導・生活指
導の充実を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・小中一貫教育
全体計画の作
成・活用を通し
て、市内小・中
学校で共通した
指導の徹底を図
る。

②各中学校グループにおいて
「小中一貫教育全体計画」を
作成・活用し、小中一貫教育
の基本方針及び9年間で目指す
子どもの姿の共 有、系統的・
継続的な取組の実践を通し
て、児童・生徒の学力向上、
体力向上、健全育成を図る。

教育指導課
・小中一貫教育全体計画の作
成・活用

・小中一貫教育全体計画の作成・活用を
通して、市内小・中学校で共通した指導
の徹底を図った。
・各中学校区において、年3回小中連携の
日を設定した。各中学校区の実態に応じ
て、テーマを設定し、学習指導・生活指
導の充実を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・小中一貫教育
全体計画の作
成・活用を通し
て、市内小・中
学校で共通した
指導の徹底を図
る。

①「東大和市立学校における
教員の働き方改善計画」に基
づいた取組（学校閉庁日の設
定、勤務時間外電話応答メッ
セージの設定、スクール・サ
ポート・スタッフ等の配置、
統合型校務支援ソフトの活用
等）を実施する。

教育指導課
・スクール・サポート・ス
タッフ配置事業

・教員の業務負担軽減を図り、教員がよ
り児童・生徒への指導や教材研究等に一
層注力できるよう体制を整備するため、
スクール・サポート・スタッフを小中学
校全校に配置した。

〇　予定
通り、実
施できた

・教員の働き方
の改善に係る取
組の推進を図
る。

②「小中一貫教育全体 計画」
に各中学校グループにおける
働き方改革案を位置付け、教
職員の意識改革と保護者・地
域等への理解促進を図る。

教育指導課
・小中一貫教育全体計画の作
成・活用

・ホームページを活用し、教員の働き方
改革の取組状況について、保護者・地域
等への周知を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・教員の働き方
の改善に係る取
組の推進を図
る。

（

4
）

小
中
一
貫
教
育
の
推
進

（

5
）

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革

（

3
）

特
別
支
援
教
育
の
推
進
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①主任教諭等を対象とした
「学校マネジメント講座」を
はじめ、学校運営の中核とな
るリーダー層の育成研修の充
実を図る。

教育指導課
・学校マネジメント講座の実
施

学校マネジメント講座の令和6年度受講者
数は、小学校3名、中学校2名であった。
受講者のキャリア形成に寄与することが
できた。

〇　予定
通り、実
施できた

・様々な研修等
を通して、人材
育成を段階に応
じて継続的に実
施していく。

②主任教諭任用時研修を実施
し、主幹教諭の補佐、各分掌
間での業務の調整など、学校
運営上の重要な役割を担う能
力を育成する。

教育指導課 ・主任教諭任用時研修の実施

・主任教諭としての職務を遂行する上で
必要とされる資質・能力について理解
し、自校の校務分掌などにおける学校運
営上の重要な役割や、同僚や若手教員へ
の指導的役割を担うことができるように
なるための研修を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・講師の選定な
どを通して、研
修内容の充実を
図る。

③主幹教諭任用時研修を実施
し、管理職の補佐、教員の育
成など、学校運営組織におけ
る中心的な役割を担う能力を
育成する。

教育指導課 ・主幹教諭任用時研修の実施

・主幹教諭としての職務を遂行する上で
必要とされる資質・能力について理解
し、事項における学校運営組織における
中心的な役割や、管理職の補佐及び教員
の育成を円滑に行うことができるよう研
修の充実を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・講師の選定な
どを通して、研
修内容の充実を
図る。

④学校においては校内研修や
OJTを活用し、組織的・計画的
な人材育成に取り組む。

教育指導課 ・研究主任会の実施
・各小中学校における校内研修やOJTに関
する情報共有を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・組織的、計画
的な校内におけ
る人材育成の在
り方について、
校内研究の充実
の推進を図る。

⑤教員の視野を広げ、より実
践的な研修となるよう、他地
区や大学・企業等との連携を
進める。

教育指導課
・中堅教諭等資質向上研修の
合同開催

中堅教諭等資質向上研修について、武蔵
村山市、清瀬市と3市合同で研修を開催し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・今後も合同開
催を実施してい
く。

⑥主体的・対話的で深い学び
の実現に向けた授業改善を推
進するために学習指導方法に
関する研修を実施する。

教育指導課 ・初任者研修会等の実施

・初任者を対象に「学習指導力」におけ
る基礎的・基本的な資質・能力の育成を
図るため、授業研究や講師からの講義等
を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・若手教員を対
象に、対象者の
実態を踏まえな
がら、主体的・
対話的で深い学
びの実現に向け
た授業改善の推
進を図る。

⑦1人1台端末等、ICTの効果的
な活用に関する研修やデジタ
ル・シティズンシップ教育に
関する研修を実施する。

教育指導課 ・端末フォローアップ研修
・4月に1人1台端末の活用方法について、
初任者と他地区からの異動者対象に研修
を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・活用方法につ
いて年度当初に
研修を行い、1
人1台端末の効
果的な活用につ
いて理解の促進
を図る。

①体罰防止研修会を実施し、
体罰の根絶を目指す。

教育指導課
・校長会定例会、副校長定例
会の実施

・管理職に対して、東京都教育委員会か
らの通知や「職務を全うする」（東京都
教育委員会）を活用し、体罰防止に向け
た取組を共有した。

〇　予定
通り、実
施できた

・管理職を対象
に体罰防止に向
けた取組を共有
し、各校におい
て体罰防止研修
の実施を推進を
図る。

②東京都教育委員会が実施す
る体罰調査を活用し、組織と
して体罰を決して許さない学
校体制を構築する。

教育指導課
・校長会定例会、副校長定例
会の実施

・管理職に対して、東京都教育委員会か
らの通知や「職務を全うする」（東京都
教育委員会）を活用し、体罰防止に向け
た取組を共有し、各校において体罰防止
に向けた研修や取組を推進した。

〇　予定
通り、実
施できた

・管理職を対象
に体罰防止に向
けた取組を共有
し、各校におい
て体罰防止研修
の実施を推進を
図る。

（

1
）

教
員
研
修
の
充
実

（

2
）

体
罰
の
根
絶

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅱ　学校の活性化
　推進事業　2.人材育成
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

教育総務課

・小・中学校の包括管理業務
の監督
・用務員等による施設維持管
理業務の監督
・学校施設に関する修繕・維
持管理対応

・包括管理業者による施設修繕を監督し
た。（通年）
・包括管理業者による定期検査を実施し
た。（年1回）
・用務員としての業務をシルバー人材セ
ンターに委託し、業務内容を監督した。
（通年）

〇　予定
通り、実
施できた

・施設全体の老
朽化に伴い、修
繕が必要な箇所
が増大している
ため、事務負担
も増えている。

青少年課
・学校内学童保育所の運営事
業

・第二小学校内に育成室を開設し、主に
低学年児童の放課後の居場所として事業
実施した。
・学童保育の受託業者との定例会議等を
通し、学校内学童の運営状況を把握し
た。
・新たな設置へ向けて学校に意向確認し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・学童保育所の
待機児童対策と
して、更なる学
校内設置に向け
て、学校との調
整を進める。

①第二中学校西校舎空調設備
改修工事、トイレの尿石除去
清掃等を行い、教育環境の整
備を図る。

教育総務課

・小・中学校の施設修繕・更
新業務
・定期的な清掃等による環境
維持

・第二中学校西校舎の空調設備改修工事
を実施した。
・トイレの尿石除去清掃を実施した。
（小学校10校、中学校5校）

〇　予定
通り、実
施できた

・施設全体の老
朽化に伴い、修
繕が必要な箇所
が増大している
ため、事務負担
も増えている。

②児童・生徒の情報モラルを
含めた情報活用能力を育成す
るため、ICT環境の整備の充実
を図る。

教育指導課 ・情報教育推進事業

・小・中学校における情報教育の推進を
図るため、各学校にICT支援員の継続配置
を行い、児童・生徒1人1台のタブレット
端末を活用した「個別最適な学び」の実
現を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・ICT支援員を
配置し、児童・
生徒の情報活用
能力の育成に向
けた取組の支援
を行う。

（

3
）

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
運
営
と

学
校
給
食
の
充
実

学校給食センターの調理・配
膳業務等を円滑に行い、安
全・安心な学校給食の提供、
食育の推進等、学校給食の基
本理念の実現に努める。
また、新献立の提供、見学会
及び試食会の開催など、更な
る学校給食センターの利用を
推進する。

教育総務課
・安全・安心な給食の提供と
食育推進事業の実施

・食材料費の価格高騰に対応するため、
給食費の価格改定を2回（令和6年4月1
日、令和7年1月1日）行った。
・子育て世帯の負担軽減を行うため、令
和7年1月（3学期）から、市立小中学校の
児童・生徒の学校給食費の無償化を実施
した。また、アレルギーなどやむを得な
い事情で、学校に弁当を持参している児
童・生徒の学校給食費相当分の補助を実
施した。
・安全・安心な給食の提供を行った。
・新献立の提供や試食会等の開催など、
食育授業の充実を図った。

◎　拡充
して、実
施できた

・今後も安全・
安心な給食の提
供や食育の推進
を行う。

①児童・生徒1人1台端末及び
高速通信ネットワークを整備
し、活用を促進する。

教育指導課 ・GIGAスクール運用事業
・児童・生徒1人1台のタブレット端末及
びネットワーク環境のの保守・管理を
行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・児童・生徒1
人1台のタブ
レット端末及び
ネットワーク環
境の保守・管理
を継続して行
う。

②校務ネットワーク・システ
ム及び統合型校務支援ソフト
については、学校での運用状
況を把握し、情報セキュリ
ティ対策等を踏まえた指導、
支援を行うように努める。

教育指導課
・校務ネットワークシステ
ム、校務支援ソフト運用事業

・校務ネットワーク・システム及び統合
型校務支援ソフトの保守・管理を行っ
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・情報セキュリ
ティ対策等を踏
まえ、指導・管
理等を行う。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅱ　学校の活性化
　推進事業　3.環境整備

（

2
）

学
校
施
設
等
の
整
備

（

1
）

学
校
施
設
の
効
率
的
な
運
営

学校をはじめとする教育施設
は市民の共有財産であるとの
観点から良好な維持管理に努
め、教育施設の開放や施設の
一層の効率的な運営を図る。
第二小学校、第三小学校及び
第四小学校内に設置した学童
保育所の運営状況を把握する
とともに、今後の学童保育所
の学校内設置に向けて検討す
る。

（

4
）

教
育
環
境
の
整
備
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅱ　学校の活性化
　推進事業　3.環境整備

③令和2年7月に策定した東大
和市立学校の適正規模及び適
正配置等の方針及び東大和市
立小・中学校再編計画に基づ
き、児童・生徒にとって快適
な教育環境の整備を進める。

教育総務課 ・小学校の通学区域の変更

・令和4年度から、第二小学校、第五小学
校及び第八小学校に就学する第一学年の
通学区域を変更し、翌年度以降は学年進
行させた。なお、令和4年度及び令和5年
度は、変更した通学区域の児童について
は、指定学校を選択することが可能な経
過措置を設けている。
・令和6年度に就学する第一学年について
は、経過措置がないことを周知した。

〇　予定
通り、実
施できた

・変更した通学
区域について、
引き続き、周知
を行う。

④第七小学校及び第九小学校
の統合に向けて、第七小学
校・第九小学校統合新校基本
構想に基づき、基本設計等に
着手するとともに、校名や校
章等の検討を進める。

教育総務課

・東大和市立第七小学校・第
九小学校統合新校建設プロ
ジェクト設計・施工一括発注
公募型プロポーザルの実施及
び施行業者の決定

・東大和市立第七小学校・第九小学校統
合新校を建設するため、設計・施工一括
発注方式で公募型プロポーザルを実施し
た。
・プロポーザル1回目：令和6年6月に実施
したが、参加表明のあった1者から辞退届
があり、不調となった。
・プロポーザル2回目：令和6年12月に実
施したが、参加表明のあった2者から辞退
届があり、不調となった。

×　実施
できな
かった

・東大和市立第
七小学校・第九
小学校統合新校
に係る設計・施
工内容やスケ
ジュールを見直
し、調整する。

①児童を交通事故から守るた
め、交通ルールや自転車の乗
り方を習得できるよう自転車
運転免許制度を関係機関の協
力を得て実施する。

教育総務課 ・自転車運転免許制度

・児童を交通事故から守り、安全に自転
車に乗れるように、基本的な自転車の乗
り方、交通ルールについての講習会・実
技指導を警察、交通安全協会、保護者、
市道路交通課（都市基盤課）の協力を得
て、小学校全校で行った。
・講習会後、運転免許証を配布した。
（全児童を対象）
・実技指導後、運転免許証及び反射合格
シールを配布した。（3学年対象）

〇　予定
通り、実
施できた

・交通事故の防
止及び、交通
ルールを守り安
全に自転車に乗
れるように、講
習会及び実技指
導を継続して
行っていく。

②学校においては、児童・生
徒の命を守る体制を強化する
ため、水泳指導前など適切な
時期を捉えて、救急救命研修
を実施する。

教育指導課
・安全な水泳指導のための中
央講習会、地域講習会の実施

・各校において、「安全な水泳指導のた
めの講習会」テキストの活用や安全な水
泳指導のための中央講習会・地域講習会
の伝達講習等を実施するとともに、東京
消防庁等による救急救命研修を実施し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・安全な水泳指
導の実施に向
け、伝達講習会
や救急救命研修
等の実施を推進
を図る。

①児童・生徒が非行・犯罪被
害に巻き込まれない力を身に
付けられるよう、各学校での
セーフティ教室や地域安全
マップづくりの一層の充実を
図る。

教育指導課
・セーフティ教室及び地域安
全マップづくりの実施

・警察等と連携を図り、児童・生徒に対
して情報モラルや非行防止、犯罪被害に
巻き込まれない力を身に付けられるよ
う、各校においてセーフティ教室や地域
安全マップづくりを実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・セーフティ教
室や地域安全
マップの作成を
とおして、情報
モラルや非行防
止、犯罪被害に
巻き込まれない
力を育めるよ
う、一層の推進
を図る。

②登下校時の見守り体制を図
るため、小学校通学路及び
小・中学校の校門等に設置し
た防犯カメラについて、適切
に運用する。

教育総務課
・防犯カメラの適切な管理・
運用

・小学校10校、中学校5校の校門等に設置
している防犯カメラ及び小学校10校の通
学路に合計70台設置している防犯カメラ
により、児童・生徒の安全確保を図っ
た。
・定期点検を行い、適切な管理・運用に
努めた。

〇　予定
通り、実
施できた

・事務の効率化
のためにクラウ
ド化を図る。

③スクールガード・リーダー
による学校への巡回指導、ス
クールガード等による登下校
時の見守り活動、通学路合同
点検等を実施することによ
り、通学路等の安全を図る。

教育総務課
・巡回指導の実施・登下校時
の見守り活動の実施・通学路
合同点検の実施

・スクールガード・リーダーによる巡回
指導を小学校10校で実施。
学校から抽出された通学路の点検箇所に
ついて、学校、保護者等、警察署、道路
管理者及び教育委員会が合同で現場確認
を行い、点検箇所ごとに必要性を検討
し、対策を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・スクールガー
ドの確保に努め
る。

（

5
）

危
機
管
理
体
制
の
充
実

（

6
）

安
全
対
策
の
推
進

（

4
）

教
育
環
境
の
整
備
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅱ　学校の活性化
　推進事業　3.環境整備

①「学校生活管理指導表（ア
レルギー疾患用）」を活用し
て、平常時の事故防止を徹底
するとともに、緊急時の役割
分担を明確にした訓練を実施
するなど、校内体制の整備を
図る。

教育総務課

・食物アレルギー対応のフ
ローチャートの作成
・食物アレルギー緊急時対応
マニュアルの作成

・食物アレルギー対応のフローチャート
と緊急時対応マニュアルを職員室に掲示
した。

〇　予定
通り、実
施できた

・全職員が対応
できる体制の強
化を図る。

②エピペンⓇの実技講習会を
開催するとともに、学校給食
での事故防止策の徹底を図る
など、教員への支援に努め
る。

教育総務課
実技講習会の開催に向けた資
料配布の実施

・校内での実施に向けて、資料を配布
し、講習会の実施を依頼した。

〇　予定
通り、実
施できた

・全職員が対応
できる体制の強
化を図る。

③安全・安心な学校給食を提
供するため、学校給食セン
ターにおいて、アレルギー詳
細献立表を作成するととも
に、家庭・学校・調理配膳業
務委託事業者、配送業務委託
事業者との連携及びチェック
体制の強化等によりアレル
ギー除去食・代替食の確実な
実行に努める。

教育総務課
・安全・安心な給食の提供と
アレルギー対応

・安全・安心な給食の提供のために、ア
レルギー詳細献立表等の作成後、6度の
チェックを行っている。また、確実な対
応のために、関係各所との連携及び
チェック体制の強化等により今後もアレ
ルギー除去食・代替食の確実な実行に努
める。

〇　予定
通り、実
施できた

・今後も安心・
安全な給食の提
供のため、確実
なチェックと連
携を継続してい
く。

（

7
）

ア
レ
ル
ギ
ー

疾
患
へ
の

　
　
　
対
応

-27-



取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①スクールカウンセラーに相
談しやすい環境を整え、問題
行動の未然防止及び早期対応
に努める。

教育指導課
・スクールカウンセラーの配
置

・いじめや不登校等の未然防止、改善及
び学校内の教育相談等の充実を図るた
め、スクールカウンセラーを配置した。
＜配置校＞
小学校10校、中学校5校、サポートルーム

〇　予定
通り、実
施できた

・スクールカウ
ンセラーの活用
を図るととも
に、関係機関と
の連携した教育
相談体制の一層
の充実を図る。

②スクールカウンセラーによ
る小学校第5学年・中学校第1
学年の児童・生徒に対する全
員面接を実施する。

教育指導課
・スクールカウンセラーによ
る全員面接の実施

・スクールカウンセラーによる小学校第5
学年・中学校第1学年の児童・生徒に対す
る全員面接を実施した。また必要に応じ
て、対象児童・生徒への面接等を実施し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・スクールカウ
ンセラーの全員
面接を実施する
とともに、必要
に応じて対象児
童・生徒へのカ
ウンセリングを
実施できるよ
う、一層の推進
を図る。

①不登校への早期対応及び不
登校が長期化している児童・
生徒への支援を推進するため
に、「欠席時受付対応の徹
底」「長期欠席児童・生徒に
関する個票の作成」「オンラ
インによる学習支援・相談支
援」を実施する。

教育指導課 ・各関係機関との連携

・各関係機関と不登校への早期対応及び
不登校が長期化している児童・生徒につ
いての情報共有を行うとともに、対象児
童・生徒への様々な対応を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・不登校児童・
生徒への対応に
ついて、対象児
童・生徒に対し
て適切な支援が
できるよう、関
係機関との連携
の一層の充実を
図る。

②全ての不登校児童・生徒に
対しては、学校やサポート
ルームと情報共有するととも
に、スクールソーシャルワー
カーを活用して関係機関との
連携を図り、児童･生徒とその
家庭への支援のための取組を
継続・充実させる。

教育指導課

・さわやか教育相談室及びサ
ポートルーム（適応指導教
室）、訪問相談の連携
・スクールカウンセラー等連
絡協議会の実施

・さわやか教育相談室、サポートルー
ム、訪問相談の連携を図り、いじめ、不
登校等課題のある児童・生徒への対応、
学校への支援を行った。また、教育相談
連絡会を開催し、連携を図った。
・スクールカウンセラー等連絡協議会を
開催し、市内のスクールカウンセラー、
さわやか教育相談室相談員、スクール
ソーシャルワーカー、サポートルーム指
導員、子ども家庭支援センター職員等が
一堂に会して、市内の教育相談に関する
現状と課題について理解を深めた。

〇　予定
通り、実
施できた

・関係機関との
連携を強化し、
不登校対策の推
進を図る。

③校内サポートルーム設置校
を拡大し、児童・生徒の状況
に応じた学びの場による個別
最適な学びを推進することで
登校支援につなげる。

教育指導課 ・校内別室指導支援員の配置

・不登校及び不登校傾向の児童・生徒の
教室以外の居場所である校内サポート
ルームにおいて、不登校児童・生徒一人
一人の状況に応じた支援を行うために校
内別室指導支援員を配置した。
＜配置校＞
小学校2校、中学校1校

〇　予定
通り、実
施できた

・学びの継続や
社会的自立に向
け、一人一人の
状況に応じて適
切に支援してい
く。

（

1
）

教
育
相
談
体
制
等
の

　
　
　
充
実

（

2
）

不
登
校
対
策
の
推
進

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅲ　家庭、地域との連携
　推進事業　1.学校と家庭との連携
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①学校が学校経営方針や日常
の教育活動・学校評価などか
ら明らかになった成果と課題
を積極的に公開し、保護者・
地域の理解と協力を得るよう
に支援する。【再掲】

教育指導課

・コミュニティ・スクール全
校導入
・学校運営協議会委員の連絡
協議会の実施

・コミュニティ・スクールに関する学校
運営協議会委員を対象とした教育委員会
主催の連絡協議会を実施した。
・「コミュニティスクールに関する理解
促進に関するリーフレット」を作成し、
市公式ホームページで公表するととも
に、学校運営協議会委員に配布し周知を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校運営協議
会に関する理解
の促進及び会議
の充実を通し
て、地域ととも
にある学校に向
けた取組の推進
を図る。

②各学校において、これから
の時代に必要な学習内容をど
のように学び、どのような資
質・能力を身に付けられるよ
うにするのかを教育課程にお
いて明確にしながら、社会と
の連携及び協働によりその実
現を図っていく「社会に開か
れた教育課程」の実現を目指
すために、学校経営方針を策
定及び公表するとともに、学
校公開を実施する。

教育指導課

・「社会に開かれた教育課
程」の実現に向けた学校経営
方針の公開及び学校公開の実
施

・各校の学校経営方針を学校ホームペー
ジにおいて、保護者や地域等へ公開し
た。また、学校公開を実施し、各校の授
業を保護者、地域等へ公開した。

〇　予定
通り、実
施できた

・各校の学校経
営方針の、保護
者、地域等へ積
極的に発信につ
いて取組の推進
を図る。

③学校における働き方改革や
子ども、地域の課題等につい
て学校ごとに現状を捉え、学
校運営協議会により地域全体
で解決に向けて取り組む。

教育指導課

・コミュニティ・スクール全
校導入
・学校運営協議会委員の連絡
協議会の実施

・コミュニティ・スクールに関する学校
運営協議会委員を対象とした教育委員会
主催の連絡協議会を実施した。
・「コミュニティスクールに関する理解
促進に関するリーフレット」を作成し、
市公式ホームページで公表するととも
に、学校運営協議会委員に配布し周知を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校運営協議
会に関する理解
の促進及び会議
の充実を通し
て、地域ととも
にある学校に向
けた取組の推進
を図る。

（

2
）
「

教
育
の
日
東
や
ま

と
」

の
開
催

保護者・市民の小・中学校の
教育活動に対する理解と関心
を高めるとともに、学校と保
護者・地域が共にこれからの
教育の在り方について考える
「教育の日東やまと」を開催
する。

教育指導課
・「教育の日東やまと」の開
催

・令和6年度東大和市教育課題研究指定校
の研究内容について、オンデマンドによ
る発表を行い市内教員の授業力向上を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校と保護
者・地域が共に
これからの教育
の在り方につい
て考えることが
できるよう、開
催方法等を検討
していく。

（

3
）

教
育
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
の
活
用

教育ボランティア等の学校外
の人材を積極的に活用するな
ど、市民の教育参加の機会を
拡充する。

教育指導課 ・教育ボランティアの活用

理科観察実験アシスタント、学校と家庭
の支援員、地域未来塾（コーディネー
ター・指導員）部活動外部指導員、プー
ル指導員について、有償ボランティアを
活用して実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・学校外の人材
の活用や市民の
教育参加の機会
を拡充してい
く。

教育指導課

・部活動地域連携・地域移行
に向けたスポーツ協会やス
ポーツ推進委員、文化協会等
との協議会の実施

・スポーツ協会やスポーツ推進、文化協
会等と部活動地域連携・地域移行に向け
た協議会等を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・本市の部活動
地域連携・地域
移行を推進して
いくため、ス
ポーツ協会や文
化協会等と連携
を図っていく。

生涯学習課
・部活動の地域移行の理解促
進

・部活動の地域移行について、スポーツ
協会やスポーツ推進委員に対して、教育
指導課から現状報告をし、情報共有を
図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・中学校での部
活動の実態を踏
まえ、関係団体
と連携した計画
的な部活動の地
域移行を教育指
導課と協力して
検討する必要が
ある。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅲ　家庭、地域との連携
　推進事業　2.学校と地域との連携

（

1
）

地
域
に
開
か
れ
た
学
校
運
営
の
推
進

中学校の部活動について、休
日から段階的に地域移行して
いくこととした国の方針を踏
まえ、特定非営利活動法人東
大和市スポーツ協会、東大和
市文化協会、地域スポーツク
ラブその他関係団体と連携を
図る。

（

4
）

部
活
動
の
地
域
移
行
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅲ　家庭、地域との連携
　推進事業　2.学校と地域との連携

教育指導課
・小学校3・4年生を対象とし
た小学校社会科副読本「わた
したちの東大和市」の配布

・社会科副読本「わたしたちの東大和
市」を配布し活用を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・必要に応じて
社会科副読本の
内容を更新し、
小学校3・4年生
の授業において
活用する。

生涯学習課

・郷土の自然、歴史、民俗
（くらし）についての各種講
座を開設
・小学校において、実物資料
の掲示や体験学習を取り入れ
ながらの授業（理科、社会
科、生活科、総合的な学習）
の実施

・郷土博物館で、郷土の自然、歴史、民
俗（くらし）についての各種講座を開設
した。
・自然観察会・文化財めぐり等の各種講
座、変電所の公開、旧吉岡家住宅の公
開、学校授業への協力した。

〇　予定
通り、実
施できた

・今後も求めに
応じて学校授業
に協力してい
く。

（

5
）

郷
土
や
伝
統
文
化
に

　
　
　
関
す
る
教
育
の
充
実

郷土に対する愛着や誇りを育
むため、地域の人的・物的資
源を積極的に活用できるよう
に、学校や地域に働きかけ
る。また、小学校社会科副読
本「わたしたちの東大和市」
及び指導資料「活用の手引
き」を必要に応じて改訂す
る。
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①学童保育所の運営業務を民
間事業者に委託し、専門的な
知識と経験及び創意工夫によ
り、学習支援や多様な体験活
動等を実施する。また、事業
者による支援員への社内外の
多様な研修、教育の充実によ
り、保育の質の更なる向上を
図る。

青少年課 ・学童保育所運営業務委託
・令和2年度から引き続き民間業務委託を
行い、学童保育サービスの向上に努め
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・より充実した
内容となるよう
委託者と検討し
ていく。

②学童保育所施設の良好な維
持管理に努め、施設の一層の
効率的な運営を図る。また、
児童の知識や情操の豊かな発
達のため、書籍や玩具等の充
実を図る。

青少年課 ・学童保育所の維持管理等

・包括施設管理委託により、必要な施設
の維持管理を行った。
・各学童保育所に書籍や玩具等を補充し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・施設の老朽化
対応やLED化等
の設備の最適化
が課題である。

③今後の働き方のさらなる多
様化や女性の就業率の上昇等
を勘案し、地域ごとの学童保
育ニーズの適切な把握に努め
ると同時に快適な保育環境整
備の方策について、検討を行
う。

青少年課 ・学童保育所環境改善事業

・学童保育所の需要増加を勘案し、東大
和市立第二小学校内の教室を活用した学
童保育所を設置開設し、入所待機児童対
策に努めた。

〇　予定
通り、実
施できた

・児童数は減少
しているが、依
然として待機児
童が生じてい
る。待機児童解
消のため、実施
施設の確保が課
題である。

（

2
）

放
課
後
子
ど
も
教
室

の
実
施

地域社会の中で、放課後に子
どもたちの安全・安心で健や
かな居場所づくりを推進する
ため、学校や地域と連携を図
りながら、放課後子ども教室
を実施する。また、学童保育
と放課後子ども教室の一体的
または連携による実施の拡大
に努める。

青少年課
・放課後子ども教室の一体型
実施

・前年度はスタッフ不足により、予定通
りに実施できなかった、第五小学校及び
第六小学校の放課後子ども教室について
は体制を整備して再開することができ
た。
・学童保育所との一体的実施について
は、第三小学校第四小学校に続き、新た
に第二小学校で実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・安定的な運営
にはスタッフの
確保が欠かせな
いため、事業実
施に必要なス
タッフの確保が
課題である。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅳ　青少年施策の推進
　推進事業　1.放課後児童健全育成事業の充実

（

1
）

学
童
保
育
所
の
効
率
的
な
運
営
と
支
援
の
充
実
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

（

1
）

児
童
館
施
設
の

維
持
管
理

子どもたちが安全に利用でき
るよう児童館施設の良好な維
持管理に努める。

青少年課 ・児童館の維持管理
・包括施設管理委託により、必要な施設
の維持管理を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・施設の老朽化
対応やLED化等
の設備の最適化
が課題である。

①昨今の子どもをめぐる福祉
的な課題への対応や子育て支
援に対する児童館の持つ機能
について定める国の「児童館
ガイドライン」に基づき、事
業の安定性と継続性の確保を
図る。

青少年課 ・児童館運営事業
・児童館ガイドラインを留意し、各事業
を実施した。

〇　予定
通り、実
施できた

・中高生の児童
館利用を推進す
るための事業を
検討する必要が
ある。

②中高生の居場所づくりとし
て、子ども家庭庁が策定した
「こどもの居場所づくりに関
する指針」の趣旨を踏まえ、
現在、利用の少ない中高生を
受け入れる体制整備等に取り
組む。

青少年課 ・児童館運営事業
・卓球台の常時利用や児童館行事の手伝
いなど、中高生の利用増に努めた。

△　十
分、実施
できな
かった

・学習室など、
中高生の占有ス
ペースを整備す
る必要がある。

③ランドセル来館事業は、学
童保育所運営事業を補完し、
放課後等の児童の安全・安心
な居場所を提供する機能を有
していることから、見守る職
員の適切な配置や研修を通し
て意識の向上に努める。

青少年課 ・ランドセル来館事業の実施

・児童館全館及び二小、四小においてラ
ンドセル来館事業を実施した。また、職
員は不審者対策等の様々な研修に参加し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・定員を設けず
に無料で実施す
る事業であるた
め、利用者が増
加が著しい。事
業のあり方を見
直す必要が生じ
ている。

④地域子育て支援拠点事業
（子育てひろば事業）におけ
る設備の更新・充実ととも
に、職員の専門性の向上を図
り、乳幼児親子が安心して利
用できる環境整備に努める。

青少年課 ・子育てひろば事業の実施

・児童館6館で子育てひろばを設置し乳幼
児親子を受け入れた。また、職員は都が
開催する子育てひろば研修等に参加し、
専門性の向上を図った。

〇　予定
通り、実
施できた

・乳幼児親子が
児童館を利用で
きるという認知
度をあげるため
の施策が必要で
ある。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅳ　青少年施策の推進
　推進事業　2.児童館事業の充実

（

2
）

児
童
館
事
業
の
充
実
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①公民館では、学校、地域団
体、企業及び公民館利用者な
どとの連携により生涯学習の
振興に努める。

生涯学習課
・公民館5館合同「夏休み☆み
んなでつくる遊空間」

・夏休み中の青少年の居場所として、子
どもたちが様々な体験をしたり、幅広い
年代の方と交流する機会を提供した。
・普段公民館で活動している団体やボラ
ンティアの方々と共に事業を実施した。
開催回数　39回
延参加者数　1,165人（参加者745人、ス
タッフ353人、自習コーナー67人）
期間　7月20日（土）～8月16日（金）

〇　予定
通り、実
施できた

・引き続きボラ
ンティアの方々
の協力をいただ
きながら、子ど
もたちが安心し
て楽しい夏休み
を過ごせるよう
事業を実施して
いく。
新規のボラン
ティアの募集が
課題である。

②図書館では、高度化し、多
様化する市民要望に応えるた
め、効率的な資料の収集・蔵
書の充実に努める。

中央図書館 ・資料の収集
・高度化し、多様化する市民要望に応え
られる資料の収集・蔵書の充実に努め
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・電子書籍等へ
の取り組み

③図書館システムを更新し、
市民が求める資料を探しやす
くする。また、利便性のさら
なる向上に努める。

中央図書館 ・図書館システムの更新
・令和6年10月に、図書館システムを更新
した

〇　予定
通り、実
施できた

・特に更新当初
は混乱等があっ
た。

①　公民館に設置するイン
ターネット環境を活用し、市
民の多様な学習を支援する。

生涯学習課 ・公民館Wi-Fi事業

これまで中央公民館でしか使用できな
かったWi-Fiを地区公民館（南街・狭山・
蔵敷・上北台）にも設置した。
その中でインターネットを活用した講座
の実施したり、語学学習の団体が、オン
ライン学習の際にインターネット環境を
利用したり、スマホ操作を教える団体
が、講座の際にインターネット環境を利
用するなどの事例があった。
また、令和7年度に向けてWi-Fiを活用し
た事業の検討を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・全ての公民館
でWi-Fiを通じ
てインターネッ
ト環境を活用す
ることができる
ようになり、市
民の多様な学習
を支援すること
ができた。

②　公民館では誰でもが利用
しやすい学習の場の提供に努
める。

生涯学習課
・中央公民館フリースペース
・狭山・蔵敷公民館図書室

・中央公民館にフリースペースを整備
し、狭山公民館図書室及び蔵敷公民館図
書室でも、誰もが学習できる場として利
用できる環境を提供した。

〇　予定
通り、実
施できた

・中央公民館フ
リースペースや
図書室（狭山・
蔵敷公民館）な
どのレイアウト
を工夫すること
で、より多くの
方に利用しやす
い学習の場の提
供になるようレ
イアウトを工夫
する。

（

2
）

生
涯
学
習
の
支
援

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅴ　生涯学習・生涯スポーツ推進事業
　推進事業　1.生涯学習の充実

（

1
）

生
涯
学
習
の
推
進
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

①郷土の貴重な文化遺産や伝
統芸能を保存・継承するとと
もに、古文書、史跡等の保
存・整備に努める。また、地
域の自然・歴史・民俗につい
て紹介し、郷土に対する愛着
や理解を深める。

生涯学習課

・郷土芸能保存団体への活動
補助
・旧日立航空機株式会社変電
所、旧吉岡家住宅等の管理
・郷土博物館資料のくん蒸
・自然、歴史、民俗等の各種
博物館講座
・その他

・清水ばやし保存会等に活動の補助とし
て１団体につき32,000円を支払った。
・旧日立航空機株式会社変電所、旧吉岡
家住宅の維持管理を行った。
・新規に里正日誌の講座を行った。
・その他、各種講座の開設、学校への授
業協力（出張講座等）を行った。

〇　予定
通り、実
施できた

・資料保存のた
めのくん蒸及び
文化財、文化施
設の保存・整備
にあたっての修
繕料を確保する
必要がある。

②郷土の誇る芸術家の作品収
集と修復、保存を行うととも
に、旧吉岡家住宅兼アトリエ
等の整備と公開の充実に努め
る。

生涯学習課
・旧吉岡家住宅の管理
・吉岡堅二に関する資料調査
・吉岡堅二作品の展示・管理

・旧吉岡家住宅については樹木選定のほ
か、日常的な管理を文化財ボランティア
などの協力により行った。
・資料調査については、博物館職員と学
芸員資格を持つ美大卒業生により行っ
た。
・春、秋の旧吉岡家住宅の公開と企画展
示において作品を公開し、特別収蔵庫に
おいて整理保管した。

〇　予定
通り、実
施できた

・旧吉岡家住宅
の基礎調査の実
施を実施する必
要がある。
空調設備の故障
により、作品を
保管する収蔵庫
が最適な環境に
ないため早期に
修繕を行う必要
がある。

③旧日立航空機株式会社変電
所について、展示・解説業務
を通じて、より積極的な活用
を図り、一般公開の充実に努
める。

生涯学習課
・旧日立航空機株式会社変電
所の公開

・変電所の一般・特別公開を行い、131日
で13,638人の来場があった。

〇　予定
通り、実
施できた

・今後も継続し
て公開に努め
る。

①市民主体の文化芸術活動を
推進するため、市民による文
化芸術活動や作品を発表する
機会の確保に努める。

生涯学習課 ・東大和市民文化祭

第54回東大和市民文化祭
・会期：令和6年10月12日（土）
　　　　　　　～11月3日（日）23日間
・参加団体：26団体
・出展数：1,038点
・参加者：1,591人
・観客数：6,680人

〇　予定
通り、実
施できた

・参加者の高齢
化が進んでお
り、若年層にも
参加してもらえ
るよう工夫が必
要である。

②東大和市における文化芸術
活動の拠点である市民会館の
適正な管理運営に努める。

生涯学習課 ・東大和市民会館運営

・指定管理者：株式会社コンベンション
リンケージ
・委託料：105,027,690円
・指定期間：令和6年度～令和10年度

〇　予定
通り、実
施できた

・施設の老朽化
が進んでおり、
適正な管理運営
のため改修工事
を計画的に進め
る必要がある。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅴ　生涯学習・生涯スポーツ推進事業
　推進事業　2.市民文化の振興

（

1
）

文
化
財
の
保
存
・
継
承
と
文
化
施
設
の
整
備

（

2
）

市
民
主
体
の
文
化
芸
術
活
動
の
推
進
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

・指定管理者による体育施設
等（ゲートボール場を除
く。）の管理運営

・指定管理者により体育施設等（ゲート
ボール場を除く。）の日常の管理、点検
等を行い、良好なスポーツ環境を確保し
た。
・体育施設等（ゲートボール場を除
く。）の不具合箇所については、指定管
理者により修繕等を行い、良好なスポー
ツ環境の整備に努めた。

〇　予定
通り、実
施できた

・ゲートボール場の管理運営
・ゲートボール場については、樹木の剪
定や害虫駆除を行い、適正な維持管理に
努めた。

〇　予定
通り、実
施できた

・障害者スポーツ競技の普
及・啓発

・障害者スポーツの主な実績
　ボッチャ体験会　1回（参加者30人）
　ボッチャ市民大会 1回（参加者26人）
　ビートクラブレク大会 1回（参加者延
べ23人）
　みんなで交流☆バドミントン（多摩障
害者センター利用者含む）1回（参加者22
人）

〇　予定
通り、実
施できた

引き続き、市民
の健康づくりを
サポートする。

・各種スポーツ行事の実施

・スポーツ行事の主な実績
　ふれあい市民運動会1回（参加者延べ
313人）
　体力測定　1回（参加者33人）
　ニュースポーツで遊ぼう！1回（参加者
47人）

〇　予定
通り、実
施できた

引き続き、市民
の健康づくりを
サポートする。

③東大和市清原中央公園運動
広場について、東京都が行う
工事の進捗状況を踏まえ、利
用開始の準備を進める。

生涯学習課 ・管理棟の整備

・（仮称）東京街道運動広場管理棟新築
工事（工期：令和5年11月1日～令和6年7
月31日）を終え、東大和市清原中央公園
運動広場を令和6年9月1日に開設した。

〇　予定
通り、実
施できた

（仮称）東京街
道運動広場を整
備している東京
都住宅政策本部
と連携を図る。

生涯学習課
・学校教育施設の利用促進
（生涯学習課所管）
・民間施設等の有効活用

・学校教育施設の利用促進
　小学校　校庭　　1,904件
　　　　　体育館　3,029件
　中学校　校庭　　　 46件
　　　　　体育館　1,887件
・民間施設等の有効活用
　市民からの要望がなかったため、自治
大学校グラウンド、警視庁グラウンドの
借用の実績はなかった。

〇　予定
通り、実
施できた

民間施設等の活
用については、
東大和市清原中
央公園運動広場
が開設したた
め、ニーズを踏
まえて、対応を
検討する必要が
ある。

中央公民館
（生涯学習
課）

・障がい者青年教室「青年
ビートクラブ」の実施
・第14回オータムフェスティ
バルの実施

・様々な事業を通して、公民館の利用促
進や文化的な活動の場を提供した。
・青年ビートクラブ
　回数　16回
　延べ参加者数　508人
　期間　5月25日（土）～3月8日（土）
・オータムフェスティバル
　延べ参加者数　1,767人
　期間　11月3日（日）、4日（月・祝
日）

〇　予定
通り、実
施できた

引き続き公民館
や保育室の利用
促進・活動の場
の提供ができる
ように事業を実
施していく。

既存の社会教育施設（公民館
等）、社会体育施設（市民体
育館等）の利用促進を図るだ
けでなく、学校教育施設（校
庭、体育館等）、自治大学校
グラウンド、警視庁グラウン
ドその他民間施設等の有効活
用を図ることにより、文化・
スポーツ活動の場の確保に努
める。

（

2
）

施
設
の
利
用
促
進

令和7年4月1日
より指定管理者
が変更となった
ため、より密に
連携を図ってい
く必要がある。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅴ　生涯学習・生涯スポーツ推進事業
　推進事業　3.スポーツ・レクリエーションの推進

（

1
）

ス
ポ
ー

ツ
の
振
興

②特定非営利活動法人東大和
市スポーツ協会、スポーツ推
進委員、地域スポーツクラブ
「はぴねすまいる東大和」と
連携を図り、障害者スポーツ
競技の普及・啓発や各種ス
ポーツ行事を実施すること
で、市民の健康づくりをサ
ポートする。

生涯学習課

生涯学習課

①誰もがいつでも気軽にス
ポーツができるよう、体育施
設等の適正な管理運営に努め
る。
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅴ　生涯学習・生涯スポーツ推進事業
　推進事業　3.スポーツ・レクリエーションの推進

・保育付講座の実施

・保育付講座
【中央】
　回数　12回
　延べ参加者数　127人
　期間 9月20日（金）～1月24日（金）

　回数　6回
　延べ参加者数　33人
　期間 1月25日（土）～3月1日（土）

【南街】
　回数　9回
　延べ参加者数　63人
　期間 4月9日（火）～6月4日（火）

　回数　7回
　延べ参加者数　38人
　期間 1月21日（火）～3月11日（火）

【上北台】
　回数　10回
　延べ参加者数　122人
　期間9月26日（木）～11月28日（木）

〇　予定
通り、実
施できた

・引き続き公民
館や保育室の利
用促進・活動の
場の提供ができ
るように事業を
実施していく。

・公民館保育室体験講座の実
施

・公民館保育室体験講座
【中央】
　回数　8回
　延べ参加者数　46人
　期間　5月25日(火）～8月3日 (木)

【上北台】
　回数　3回
　延べ参加者数　32人
　期間　9月13日(金）～10月11日 (金)

〇　予定
通り、実
施できた

・引き続き公民
館や保育室の利
用促進・活動の
場の提供ができ
るように事業を
実施していく。

・おやこふれあいフェスの実
施

・延べ参加者数　571人
　期間　3月23日（日）

〇　予定
通り、実
施できた

・公民館保育室
の周知のため、
引き続き事業を
実施していく。

・東大和市民文化祭

・多くの児童・生徒が市民文化祭に参加
できるよう、昨年度同様、市内小中学校
に、保護者様宛のメール配信サービスを
用いて市民文化祭の情報提供を依頼し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・来年度以降も
引き続き依頼し
たい。

・博物館だより、星だより等
の発行と配布

・博物館だより（年4回発行）を小中学校
全教職員に、星だより（毎月発行）、企
画展示及びプラネタリウム特別投影の案
内を全校児童・生徒に配布した。

〇　予定
通り、実
施できた

・来年度以降も
引き続き依頼し
たい。

・ロードレース大会

・ロードレース大会には、小学生及び中
学生が参加できるため、対象の児童・生
徒に学校を通じてチラシなどの案内を配
布した。

〇　予定
通り、実
施できた

・来年度以降も
引き続き依頼し
たい。

・多摩湖駅伝大会

多摩湖駅伝大会には、小学生及び中学生
が参加できるため、対象の児童・生徒に
学校を通じてチラシなどの案内を配布し
た。

〇　予定
通り、実
施できた

・来年度以降も
引き続き依頼し
たい。

・ふれあい市民運動会

・市民の健康保持と相互交流を図ること
を目的とするふれあい市民運動会の開催
チラシを学校を通じて全児童・生徒に配
布した。

〇　予定
通り、実
施できた

・来年度以降も
引き続き依頼し
たい。

（

3
）

児
童
・
生
徒
の
各
種
行
事
へ
の
参
加
の
推
進

児童・生徒がより一層社会教
育事業に参加できるよう、学
校との連携を推進していく。

生涯学習課

中央公民館
（生涯学習

課）

既存の社会教育施設（公民館
等）、社会体育施設（市民体
育館等）の利用促進を図るだ
けでなく、学校教育施設（校
庭、体育館等）、自治大学校
グラウンド、警視庁グラウン
ドその他民間施設等の有効活
用を図ることにより、文化・
スポーツ活動の場の確保に努
める。

（

2
）

施
設
の
利
用
促
進
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取組
項目

主要施策 担当課 主な事業 令和６年度実施状況 評価 課題等

・市民会館屋上防水及び外壁
改修工事実施設計

〇　予定通
り、実施で
きた

・市民会館冷温水発生機及び
高圧受変電設備更新工事実施
設計

〇　予定通
り、実施で
きた

・市民会館高圧受変電設備更
新工事

〇　予定通
り、実施で
きた

・市民会館空調設備ダンパー
取替工事

〇　予定通
り、実施で
きた

・市民会館雨水ろ過ポンプ取
替工事

〇　予定通
り、実施で
きた

・市民会館防排煙設備ダン
パー取替工事

〇　予定通
り、実施で
きた

・市民体育館空調及び照明設
備等更新工事

・市民体育館空調及び照明設備等更新工
事を令和6年3月から開始し、令和7年3月
18日までの工期で実施した。

〇　予定通
り、実施で
きた

・体育施設等につ
いては、老朽化が
進んでおり、計画
的な修繕や改修が
必要である。

・郷土博物館空調及び照明工
事

・郷土博物館については予算獲得に至ら
ず、実施できなかった。

×　実施
できな
かった

・郷土博物館の空
調については、冬
期に空調が止まっ
てしまったため、
早急な対応が必要
となるが、財源の
確保等に課題があ
る。

 令和６年度東大和市教育委員会主要施策　実施状況調査表

Ⅴ　生涯学習・生涯スポーツ推進事業
　推進事業　4.環境整備

（

1
）

老
朽
化
す
る
施
設
へ
の
対
応

建築から20年以上が経過し、
老朽化した市民会館、郷土博
物館、体育施設等について、
施設の安定稼働を図るため、

計画的に改修を進める。

生涯学習課
生涯学習課
（スポーツ
観光課）

・市民会館の安定稼働を図るため、左記
の工事設計及び工事を実施した。また、
急を要する修繕の際は、補正予算計上の
上迅速に対応することができた。

・市民会館につい
ては、令和6年度
中に大規模修繕に
向けた実施設計を
終えることができ
たが、工事に係る
財源の確保が課題
である。
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第４章 点検及び評価に関する有識者からの意見について 

 

元聖徳大学教授  廣嶋 憲一郎 

（Ｒ４未修整） 

 

令和６年度の東大和市教育委員会の主要施策は、１６５施策のうち「拡充して

実施できたもの」２、「予定通り実施できたもの」１５７であり、実施率は９６%

を超えている。主要施策はおおむね順調に実施されたものと評価できる。 

「生きる力の育成」の推進事業中、特に目を引くのは「確かな学力」に関する

重要施策である。「東大和市 GIGA スクール構想」に基づき、１人１台端末等の

ICTを効果的に活用し、主体的・対話的で深い学びにつながる授業改善を推進し

たこと、モデル校において、児童・生徒一人一人に個別最適化した問題を人工知

能が自動出題するソフトを導入し、児童・生徒の学力差に応じたきめ細かい個別

対応を充実させたことなどにより授業改善が進められた。とりわけ、英語教育で

は、全中学校における英会話授業や小学校第五学年における体験型英語学習施設

での体験的な英語学習の実施によって、「使える英語力」が成果を上げつつあると

考えられる。 

「生きる力の育成」の推進事業中の「健康・体力」に関わる施策に、保護者等

を対象とした学校給食センター施設見学会及び給食の試食会の実施がある。この

施策は、保護者のみならず、初めての試みとして市民を対象としても実施された。

東大和市の「食育の推進」は、これまでも学校教育の場で積み重ねられてきてい

ると承知しているが、家庭や市民とも連携を推進していく上での効果が期待でき、

今後も施策の拡充が望まれる。 

「学校の活性化」の推進事業の「小中一貫教育の推進」では、教育委員会の指

導の下、各学校が小中一貫教育の全体計画を作成し、活用を行っている。とりわ

け、「学力向上」、「体力向上」、「健全育成」について共通した指導が積み重ねられ

るよう指導の徹底が図られている。その結果、英語教育や食育などでの成果が顕

著であると確認できる。 

市長部局との連携による重要施策のうち、「学校内学童保育所の運営事業」や「学

童保育と放課後子ども教室の一体型実施」は、子育て支援や地域の安全・安心な

居場所づくりの観点から、極めて重要な施策であると考える。今後も施設の拡充

やスタッフの確保等、一層の充実を期待したい。 

終わりに、不登校児童・生徒数がゆるやかに減少しているとの報告を受けた。

サポートルームの設置やスクールカウンセラーの配置等、教育委員会や学校・家

庭との連携の賜物であろう。今後も、学校・家庭・地域に信頼される教育委員会

の施策の策定とその実現を願うものである。 

及び評価の対象となった令和３年度分は、２年度に引き続きコロナとの闘いの中であっ

た。このような状況にあっても、東大和市教育委員会の施策及び執行状況には、二つの安

定した 

 

、令和３年度の点検及び評価の結果は「おおむね良好である」と判断した。今後も一層の

創意工夫を期待したい。 
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 元公立高等学校長 外池 武嗣 

 

 

執行状況の協議の場で、関係部長が特に強調されていた部分を中心に、焦点化

して記述してみたい。 

 

１ 情報、通信技術に関し「GIGAスクール構想」の進展 

１人１台の端末機器により、ICTや教材ソフトを効果的に活用し、令和５年度か

らＡＩ型学習ドリルを配置するなど事業を拡充させている。これらの実践は情報や

関係知識の修得、コミュニケーション能力の向上につながり、幅広い人格形成上に

とって、大変意義深い。また、全中学校において海外外国人とのオンライン英会話

授業を実施している点も高く評価したい。この手法は使える英会話、生きた授業を

ねらいにして、立川市にある民間施設での小学校５年生の体験型英会話経験と連動

して小中一貫教育の流れが見てとれる。情報通信、コミュニケーションの拡充は市

教育委員会基本方針のキーワードである主体性、個性と創造力、相互の助け合い、

地域の尊重などと合致し、将来にわたって自分の良さ、多様性を認め、柔軟に生き

ていく力を身に付けたい。 

 

２ 学校内学童保育所、放課後子ども教室の一体型実施及び学校給食の充実、推進 

共働き世帯が多くなっている中で、未来を担う子どもたちに放課後の安全・安心

な環境の確保を最優先とすることには、多くの市民の賛同を得るはずである。また

学校内に放課後育成室を開設し低学年対象に実施を試みている。市長からの助言も

あって、今後とも放課後の居場所を確保し、学童保育関係の拡充が期待されよう。 

一方、学校給食は、学校給食センターが調理の工夫、配膳業務など円滑に進め、

市の安全、安心な給食の提供と食育を担い、世帯の負担軽減にも尽力されている。

保護者、市民への試食会回数は増加しており、開かれた実績に大きな信頼と期待が

寄せられている。教育長は説明の中で食育指導に触れて、「子どもたちにとって楽し

い給食を」と語られ印象的だった。 
 

３ 環境整備の計画的、促進 

市の南東部に位置し、オープンした清原中央公園運動広場には多数のベンチ、人

口芝を一面に敷き詰めたサッカー場があり、新しいタイプの土地活用地域として注

目される。一方、安心、安全な教育環境の整備として市は学校の施設の改築工事を

計画的に進め、学校統合、体育館やトイレの改修工事等、経費の増大や施設の老朽

化が進む中で優先順位をつけて計画、着手していることが分かる。 
 

４ 「十分、実施できなかった・実施できなかった」評価や残された課題に関わ

る一考察 

予定通り進めなかった項目に、東大和市家庭学習の手引きの配布、いじめ防止に

ついての取組に関する保護者、地域への発信、特別支援学校の活用、小学校の統合、

児童館の利用、郷土博物館工事等が報告されている。その原因としては各学校の事

情、保護者の理解、経費の不足など様々な要因があり理解できるが、今後は進捗状

況を十分検討し、課題・構想を固め、実現に向けて推進してほしいと考える。項目

数からしても圧倒的に「実施状況良好」が大多数を占めており、今回の執行状況の

点検・評価全体を「極めて良好な執行」と総括したい。かる。実 
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【資 料】 

  東大和市教育委員会の権限に属する事務の管理執行状況の点検及び 

評価実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第２６条の規定に基づき、東大和市教育委員会（以下「委員会」という。）が行う

その権限に属する事務（東大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規

則（平成２０年教委規則第７号）に基づき教育長に委任した事務その他教育長の権限

に属する事務を含む。）の管理及び執行の状況の点検及び評価（以下「点検及び評価」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（点検及び評価の対象） 

第２条 点検及び評価の対象は、毎年度委員会が策定する基本方針に基づく主要な施

策（以下「主要施策」という。）とする。 

 

（点検及び評価の実施） 

第３条 委員会は、点検及び評価を毎年度１回実施するものとする。 

２ 点検及び評価は、前年度の主要施策の取組状況を確認し、その成果を取りまとめ、主

要施策の課題及び今後の方向性を示すものとする。 

３ 点検及び評価の実施に当たっては、教育に関する学識経験を有する者から意見を聴

取するものとする。 

 

（点検及び評価の報告書の作成等） 

第４条 委員会は、点検及び評価の結果に関する報告書を作成するものとする。 

２ 委員会は、前項に規定する報告書を議会に提出するとともに、公表するものとする。 

 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２０年１２月２５日から施行する。 
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